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第１編 総則 

第１編 総  則 
 

 

第１章 計画の目的及び性格 
 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156 号、以下

「原災法」といいます。）に基づき、原子力事業者（原災法第２条第３号に規定する原子力事

業者をいいます。以下同じ。）の原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36

年法律第 147 号）第２条第１項に規定する原子炉の運転等をいい、県内及び県外の原子力事業

者並びに当該事業者から核燃料物質等の事業所外運搬を委託された者（「当該運搬を委託され

た者」及び「原子力事業者」を「原子力事業者等」といいます。）が行う核燃料物質等の事業

所外運搬を含みます。）により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（運搬の場合は

輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧

を図るために必要な対策並びに災害対策基本法に基づき、原子力艦の原子力災害の応急対策活動

及び復旧を図るために必要な対策（原子力艦本体及び外国政府の管理下にある区域での対策を除き

ます。）について、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、原子

力事業者その他関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務

の遂行によって、県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とします。 

 

 

第２節 計画の性格 

 １ 災害対策基本法第40条の規定に基づく神奈川県地域防災計画のうちの原子力災害対策に

関する計画として、神奈川県防災会議が定めたものです。 

 

２ 国の防災基本計画と連携した計画であり、市町村地域防災計画の指針となるものです。 

 

３ この計画は、別に定める地震災害対策計画及び風水害等災害対策計画とともに、神奈川県

地域防災計画を構成し、石油コンビナート等災害防止法に基づく神奈川県石油コンビナー

ト等防災計画及び水防法に基づく神奈川県水防計画とともに、本県の防災対策の根幹をな

すものです。  

 

 ４ この計画に定めのない事項については、神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）

の「第１編 風水害等災害対策の計画的推進」及び「第２編 風水害対策編」に準拠する

ものとします。 

 

 

 

第２章 計画において尊重すべき指針 
 

 この計画の専門的・技術的事項については、原子力安全委員会が定める「原子力施設等の防

災対策について」（以下「防災指針」といいます。）を十分に尊重するものとします。 
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第３章 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲 
 

１ 周辺住民等への迅速な情報伝達手段の確保、緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急

時モニタリング」といいます。）体制の整備、原子力防災に特有の資機材等の整備、屋内退

避・避難等の方法の周知、避難経路・場所の明示等の防災対策を重点的に充実すべき地域の

範囲については、防災指針において提案されている「防災対策を重点的に充実すべき地域の

範囲（以下「ＥＰＺ（Emergency Planning Zone）」といいます。）のめやす」を基準としま

す。 

  なお、防災関係機関は、災害発生時には、災害の状況、モニタリングの結果等に応じ、的

確に応急対策を実施するものとします。 

  ※ 環境放射線モニタリング 

    原子力関連施設の周辺に設置した放射線測定設備で、常時、環境放射線を監視（モニ 

   タリング）することをいいます。緊急時環境放射線モニタリングとは、原子力施設にお 

   いて、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれがある場合に、周辺環境 

   の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために、環境放射線を監視（モニタリング） 

   することをいいます。 

 

２ 県内の原子力施設（原災法第２条第４号の規定に基づく原子力事業所の施設をいいます。

以下同じ。）とＥＰＺの距離（原子力施設からの半径） 

 

○ 核燃料加工施設 

事業所名 所在地 ＥＰＺの距離（半径） 

㈱グローバル・ニュークリア 

・フュエル・ジャパン 
横須賀市内川二丁目 約５００ｍ 

（注）二酸化ウラン粉末を成型、加工し、核燃料集合体を製造 

 

 ○ 試験研究用原子炉施設等 

事業所名 所在地 施設の種類 ＥＰＺの距離（半径） 

原子炉 

（低濃縮ウラン軽水減速非均質型） 

熱出力200Ｗ 

約１００ｍ 

 

㈱東芝原子力技術研究所 

 

川崎市川崎区 

浮島町 
核燃料物質 

使用施設 
約５０ｍ 
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○ ＥＰＺに含まれる地域 

事業所名 ＥＰＺに含まれる地域 

㈱グローバル・ニュークリア・

フュエル・ジャパン 

横須賀市内川一丁目（一部）、内川二丁目（全部）、内

川新田（一部）、久里浜一丁目（一部）、佐原四丁目（一

部）、佐原五丁目（一部）、久村（一部）、舟倉一丁目

（一部）、舟倉二丁目（一部）、吉井一丁目（一部） 

㈱東芝原子力技術研究所 川崎市川崎区浮島町（一部） 

 

 

 

第４章 計画の基礎とすべき災害の想定 
 

１ 前節のＥＰＺ内における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態については、

防災指針のとおりとします。 

 
 
○ 原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会）

 １ 原子炉施設で想定される放出形態 

    原子炉施設においては、多重の物理的防護壁により施設からの直接の放射線はほとん

ど遮へいされ、また、固体状、液体状の放射性物質が広範囲に漏えいする可能性も低い。

したがって、周辺環境に異常に放出され広域に影響を与える可能性の高い放射性物質と

しては、気体状のクリプトン、キセノン等の希ガス及び揮発性の放射性物質であるヨウ

素を主に考慮すべきである。また、これらに付随して放射性物質がエアロゾル（気体中

に浮遊する微粒子）として放出される可能性もあるが、その場合にも、上記、希ガス及

び揮発性放射性物質の影響範囲への対策を充実しておけば、所要の対応ができるものと

考えられる。 

   これらの放出された放射性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状の物質を含んだ

空気の一団）となって風下方向に移動するが、移動距離が長くなるにしたがって、拡散

により濃度は低くなる。 

 

 ２ 核燃料施設で想定される放出形態 

  (1) 火災、爆発等による核燃料物質の放出 

    核燃料施設（原子炉施設以外をいう。）においては、火災、爆発、漏えい等によっ

て施設からウラン又はプルトニウム等がエアロゾルとして放出されることが考えられ

る。これらの放射性物質は上記１と同様にプルームとなって放出、拡散されるが、爆

発等により、フィルタを通さずに放出され、量的には多いとみられる粗い粒子状のも

のは、気体状の物質に比べ早く沈降すると考えられる。また、フィルタを通して放出

される場合には、気体状の物質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。 

  (2) 臨界事故 

    臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加え、

反応によって中性子線及びガンマ線が発生し、周囲に放出される。この場合、施設の

遮へいが十分な箇所で発生した場合は放射線の影響は無視できるが、遮へいが十分で

ない場合は、施設から直接放出される中性子線及びガンマ線に対する防護が重要とな
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る。 

    施設から直接放出される放射線は、施設内外の遮へい条件にもよるが、施設からの

距離のほぼ２乗に反比例して減衰するため、その影響は近距離に限定される。核分裂

反応によって生じた核分裂生成物の放出は、希ガス及びヨウ素を考慮すればよいが、

その潜在的な総量は原子炉施設に比べ極めて少ない。 

 

   なお、核燃料施設から液体状の放射性物質の流出があったとしても、多数の障壁や

大きな希釈効果によって、周辺環境に重大な影響を及ぼすような流出の可能性はほと

んど考えられない。 
 

 

２ また、核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価については、防災指針のとおりと 

 します。 

 
 
○ 核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会）

 １ 想定する輸送物 

   仮想的な事故評価において対象とする輸送物は、原子炉等規制法における規定に基づ

き区分された輸送容器のうち、輸送容器内の放射能量等が多いＢ型輸送物及びＢ型に次

いで一定の放射能量を収納するＡ型輸送物とする。 

   ○ Ｂ型輸送物の例：使用済燃料、ＭＯＸ燃料、高レベルガラス固化体 

    ○ Ａ型輸送物の例：新燃料、濃縮ＵＯ２ 、濃縮ＵＦ６ 、天然ＵＦ６ 

    ○ Ｌ型輸送物の例：低レベル廃棄物 

    ○ IP型輸送物の例：低レベル廃棄物（六ヶ所埋設）、再処理後回収ウラン 

 

 ２ 想定事象及び一般公衆への影響 

   想定事象としては、衝突事故、火災事故、落下事故等により遮へい性能及び密封性能

が劣化するような事象とする。 

   臨界事故については、 

   ① 輸送中、核燃料物質等は輸送容器に収納されているため、原子力施設のように人

為的な操作等が介在しないこと、 

   ② 特別の試験条件を超える条件でも容器の水密性は維持されるが、仮に浸水したと

しても未臨界性は確保されることから対象としない。 

    なお、濃縮ＵＦ６の輸送物については浸水を考慮した評価は行われていないが、 

   ① 特別の試験条件を超える条件でも耐圧性能を有していること、 

   ② 800℃、４時間の耐火性能を有していること、 

   ③ 現状の輸送経路中、最も高い76ｍの高架から落下した場合でも、特別の試験条件

に包絡されることから、輸送容器の水密性は維持され、未臨界性は確保されると考

えられる。 

  (1) Ｂ型輸送物 

   ア 想定事象 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      使用済燃料輸送物が特別の試験条件である800℃、30分を超えるような火災に遭

遇し、中性子遮へい材が全損（特別の試験条件下では半損）することを想定   
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    (ｲ) 密封性能の劣化 

      使用済燃料輸送物が特別の試験条件である非降伏面、９ｍ落下を超える衝撃を

受け、燃料被覆管が100％破損することにより輸送容器からガス状放射性物質が放

出することを想定（風速１ｍ／ｓ、大気安定度Ｆ） 

   イ 一般公衆への影響 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      表面から１ｍで約4.5ｍＳｖ／ｈ、半径15ｍの距離で約0.25ｍＳｖ／ｈ（10ｍＳｖに達するま

でに約40時間）、半径50ｍの距離で約20μＳｖ／ｈ。 

      原子力緊急事態に至る遮へい性能の劣化（表面から１ｍで10ｍＳｖ／ｈ）があった場

合には、半径15ｍの距離で10時間で５ｍＳｖ程度。 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      半径15ｍの距離で約16μＳｖ／ｈ（10ｍＳｖに達するまでに約26日）、半径50ｍの距離

で約５μＳｖ／ｈ。 

      原子力緊急事態に至る放射性物質の漏えいがあった場合は、半径15ｍの距離で

約５ｍＳｖ以下（特別の試験条件下での許容値である漏えい率Ａ２値/weekで10時間放

出）。 

   ウ 防護対策 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、土嚢等で遮へい対策を

する。 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、シート等により拡散防

止対策をする。 

 

  (2) Ａ型輸送物 

   ア 想定事象 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      Ａ型輸送物の収納物自体は新燃料等の低線量放射性物質であるため想定しな

い。（収納物表面で20～50μＳｖ） 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      天然ＵＦ６輸送物が800℃、30分を超えるような火災に遭遇し、耐火保護カバー

が劣化して、収納物が放出することを想定 

   イ 一般公衆への影響 

    (ｱ) 密封性能の劣化 

      距離に依存せず100μＳｖ以下 

   ウ 防護対策 

    (ｱ) 密封性能の劣化 

      初期消火後、ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、シート等

により漏えい防止対策をする。 

 

 ３ 想定事象に対する評価結果 

   対象輸送物に法令の基準を超える事象を想定しても、輸送経路周辺の一般公衆の被ば

く線量が10ｍＳｖに達するまでにかなりの時間的余裕があること、対象輸送物は隊列輸送が

行われており多人数の輸送隊で構成されていること等を考慮すれば、この間に事業者に

よる立入禁止区域の設定、汚染・漏えい拡大防止対策及び遮へい対策等が迅速かつ的確
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に行われることにより、原子力災害対策特別措置法の原子力緊急事態に至る可能性は極

めて低いと考えられる。 

   また、仮に原子力緊急事態に至る遮へい劣化又は放射性物質の漏えいがあった場合に、

一般公衆が半径 15ｍの距離に 10時間滞在した場合においても、被ばく線量は５ｍＳｖ程度

であり、事故の際に対応すべき範囲として一般公衆の被ばくの観点から半径 15ｍ程度を

確保することにより、防災対策は十分可能であると考える。 
 

 

 

 

第５章 計画の推進主体とその役割 
 

第１節 防災関係機関の実施責任 

災害応急活動等を推進するに当たって、県、市町村、その他の関係機関の果たすべき責任は、

次のとおりです。 

 (1) 県 

   県は、市町村を包括する広域的自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を

原子力災害から保護するため、国（指定地方行政機関等）、原子力事業者、指定公共機関、

指定地方公共機関等の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共

機関が処理する原子力防災に関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を

行います。 

 

 (2) 市町村 

   市町村は、基礎的な自治体として、市町村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産

を原子力災害から保護するため、国（指定地方行政機関等）、原子力事業者、指定公共機

関、指定地方公共機関、他の自治体等の協力を得て防災活動を実施します。 

 

 (3) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県土並びに県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護する

ため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとと

もに、県及び市町村の活動が円滑に行われるよう勧告、助言等を行います。 

 

 (4) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

   指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら

防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力

します。 

 

 (5) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

   公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図ると

ともに、災害発生時には災害応急措置を実施します。 

   また、市町村その他の防災関係機関の防災活動に協力します。 

 

 (6) 原子力事業者 

   原子力事業者は、原災法又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し
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万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大

の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講じます。 

 

 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 原子力防災に関し、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公

共的団体、原子力事業者等の防災関係機関が処理すべき主な事務又は業務の大綱は、次のとお

りです。 

 (1) 県 

    ア 防災組織の整備 

  イ 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

  ウ 防災知識の普及及び教育 

  エ 防災訓練の実施 

  オ 防災施設の整備 

  カ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

  キ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

    ク  環境放射線の監視及び緊急時モニタリングの実施 

    ケ  関係機関への支援の要請 

  コ 立入制限、交通規制、その他社会秩序の維持 

  サ 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

    シ  医療救護活動の実施 

  ス 災害救助法に基づく被災者の救助 

    セ  風評被害等の影響の軽減 

    ソ その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

 

 (2) 市町村 

    ア 防災組織の整備及び育成指導 

  イ 防災知識の普及及び教育 

  ウ 防災訓練の実施 

   エ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

    オ 消防活動その他の応急措置 

   カ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

    キ  県及び関係機関への支援の要請 

    ク 避難対策 

   ケ 被災者に対する救助及び救護の実施 

    コ 医療救護活動の実施 

    サ  県が行う緊急時モニタリングに対する協力 

    シ 風評被害等の影響の軽減 

  ス その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

 

  (3) 指定地方行政機関 

   ア 関東管区警察局 

   (ｱ) 管区内各県警察の災害警備活動の指導調整 

      (ｲ) 管区内各県警察の相互援助の調整 
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      (ｳ) 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携 

  イ 南関東防衛局 

     事故等発生時の関係地方公共団体等への連絡 

    ウ 関東信越厚生局 

      (ｱ) 国立病院機構病院の避難施設等の整備と防災訓練の指導 

      (ｲ) 災害時における国立病院機構病院収容患者の医療等の指示及び調整 

      (ｳ) 災害による負傷者等の国立病院機構病院における医療助産救助の指示及び調整 

      (ｴ) 医療救護班の応援派遣 

   エ 関東農政局 

      (ｱ) 災害時における生鮮食料品等の供給 

   (ｲ) 被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 

      (ｳ) 被災農林漁業者等に対する資金の融通の要請 

   (ｴ) 風評被害等の影響の軽減 

   オ 関東経済産業局 

     (ｱ) 原子力事業所の災害に関する情報収集 

   (ｲ) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保 

   (ｳ) 被災中小企業の振興 

   (ｴ) 風評被害等の影響の軽減 

  カ 関東東北産業保安監督部 

    原子力事業所の災害に関する情報収集 

  キ 関東運輸局（神奈川運輸支局） 

        災害時における関係機関及び輸送機関との連絡調整 

   ク 東京航空局（東京空港事務所） 

      (ｱ) 災害時における航空機の輸送に関し、安全確保等必要な措置 

   (ｲ) 原子力施設上空の飛行規制とその周知徹底 

   ケ 第三管区海上保安本部 

   (ｱ) 船艇、航空機等による原子力災害情報の伝達 

   (ｲ) 避難に関する情報の伝達・避難誘導等 

      (ｳ) 要請に基づく海上における緊急時モニタリングの支援 

   (ｴ) 船艇、航空機等による救助、救急活動 

   (ｵ) 要請に基づく地方公共団体等の活動の支援 

   (ｶ) 通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等の措置 

   (ｷ) 海上における治安の維持 

   コ 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

     気象に関する資料・情報の提供等緊急時モニタリングへの支援 

  サ 関東総合通信局 

   (ｱ) 電波の監理並びに有線電気通信の監理 

   (ｲ) 防災及び災害対策用無線局の開設、整備についての指導 

   (ｳ) 災害時における非常通信の確保並びに非常通信の運用監督 

   (ｴ) 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

   (ｵ) 非常通信協議会の育成、指導 

シ 神奈川労働局 

(ｱ) 労働者の被ばく管理の監督指導 

(ｲ) 労働災害調査及び労働者の労災補償 
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 (4) 指定公共機関 

  ア 東日本電信電話㈱、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、㈱エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ 

電気通信の特別取扱 

イ 日本赤十字社（神奈川県支部） 

   (ｱ) 医療救護班の派遣 

      (ｲ) 救援物資の配分及び備蓄 

      (ｳ) 救援金の募集 

      (ｴ) 救助に関する団体、個人による協力活動の連絡調整 

ウ 日本放送協会（横浜放送局） 

災害状況及び災害対策に関する放送 

  エ 東日本高速道路㈱（関東支社）、中日本高速道路㈱（東京支社） 

   (ｱ) 高速道路・一般有料道路の保全 

   (ｲ) 災害時における緊急交通路の確保 

  オ 首都高速道路㈱ 

(ｱ) 首都高速道路の保全 

   (ｲ) 災害時における緊急交通路の確保 

  カ 日本通運㈱（横浜支店） 

   (ｱ) 災害対策用物資の輸送確保 

   (ｲ) 災害時の応急輸送対策 

キ 東京電力㈱（神奈川支店） 

(ｱ) 関係機関に対する情報の提供 

(ｲ) 緊急時モニタリング、放射線防護活動等、県、市町村及び関係機関が実施する原子

力防災対策への協力 

  ク ＫＤＤＩ㈱ 

      (ｱ) 電気通信施設の整備及び保全 

      (ｲ) 災害時における電気通信の疎通 

  ケ 独立行政法人放射線医学総合研究所 

    放射線被ばく等による障害の専門的診断又は治療の実施 

 

(5) 指定地方公共機関 

  ア バス機関 

   (ｱ) 被災地の人員輸送の確保 

   (ｲ) 災害時の応急輸送対策 

    イ ㈳神奈川県医師会、㈳神奈川県歯科医師会、㈳神奈川県薬剤師会、㈳神奈川県看護協

会 

   (ｱ) 医療助産等救護活動の実施 

   (ｲ) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

   ウ 放送機関（㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱） 

     災害状況及び災害対策に関する放送 

   エ 新聞社（㈱神奈川新聞社） 

    災害状況及び災害対策に関する報道 

  オ ㈳神奈川県トラック協会 

   (ｱ) 災害対策用物資の輸送対策 

   (ｲ) 災害時の応急輸送対策 
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 (6) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  ア 農業協同組合 

   (ｱ) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

    (ｲ) 農作物災害応急対策の指導 

   (ｳ) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっ旋 

    (ｴ) 被災農家に対する融資あっ旋 

   イ 漁業協同組合 

   (ｱ) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

   (ｲ) 被災組合員に対する融資又は融資のあっ旋 

  ウ 商工会議所、商工会等商工業関係団体 

   (ｱ) 市町村が行う商工業関係被害調査及び応急対策への協力 

   (ｲ) 救助用物資及び復旧資材の確保についての協力 

    エ 水道用水供給事業者、組合営水道事業者及び専用水道管理者 

   (ｱ) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急給水への協力 

   (ｲ) 応急給水活動用資機材の整備 

  オ 金融機関 

    被災事業者等に対する資金融資 

  カ ㈳神奈川県病院協会 

   (ｱ) 医療助産等救護活動の実施 

   (ｲ) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

  キ ㈳神奈川県放射線技師会 

   (ｱ) 医療機関における放射線防護の実施 

   (ｲ) 避難所等における周辺住民等のスクリーニング作業への協力 

  ク 神奈川県医薬品卸業協会 

    救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

  ケ 病院等医療施設の管理者 

   (ｱ) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

      (ｲ) 災害時における収容者の保護及び誘導 

   (ｳ) 災害時における病人等の収容及び保護 

   (ｴ) 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

  コ 社会福祉施設の管理者 

   (ｱ) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

   (ｲ) 災害時における入所者の保護及び誘導 

   サ 学校法人 

      (ｱ) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

   (ｲ) 災害時における児童、生徒等の保護及び誘導 

 

  (7) 自衛隊 

  ア 防災関係資料の基礎調査 

  イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

  ウ 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

  エ 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又は災害復旧 

  オ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

   カ 緊急時モニタリングへの支援 
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  (8) 原子力施設に係る原子力事業者 

    ア 原子力事業者防災業務計画の作成 

    イ 原子力防災組織の整備 

    ウ 原子力防災資機材の整備・維持 

    エ 原子力施設の危険時の措置を含む防災管理 

    オ 防災上必要な社内教育及び訓練 

    カ 環境放射線監視への協力 

    キ 関係機関への通報連絡 

    ク 原子力災害の発生又は拡大の防止措置 

    ケ 災害状況の把握及び報告 

    コ 緊急時モニタリングへの協力 

    サ 汚染の除去 

    シ 県、市町村及び関係機関が実施する原子力防災対策への協力 
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第２編 原子力施設等に係る事故災害対策 
 

 

第１章 災害予防対策 
 

第１節 安 全 確 保 

１ 原子力事業者防災業務計画の作成及び作成に当たっての協議 

 (1) 原子力事業者は、原子力事業所ごとに、自らが講ずべき措置を定めた「原子力事業者防

災業務計画」を作成するとともに、毎年、同計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正します。 

 

 (2) その際、県及び原子力施設所在市は、地域防災計画等との整合性を保つとの観点から、

原子力事業者が計画を作成又は修正しようとする日の60日前までに計画案を受理し、協議

を開始します。 

   この場合、県は、原災法第７条第２項に基づく関係周辺市町村に計画案を送付し、その

意見を聴きます。 

 

２ 原子力事業者からの報告の聴取及び立入検査の実施 

  県及び原子力施設所在市は、必要に応じ原子力事業者から報告を聴取するとともに、以下

の項目について、定期的に原子力事業所の立入検査を実施して、原子力事業者が行う災害の

予防のための措置が適切に行われているかどうかを確認します。 

 （主な検査項目） 

 (1) 原子力事業者防災業務計画の内容 

 (2) 原子力施設の状況（施設の配置、プラント系統、施設の稼働状況等） 

 (3) 原子力防災要員の現況 

 (4) 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任状況 

 (5) 放射線測定設備及び原子力防災資機材の現況 

 (6) 環境放射線モニタリングの実施状況 

 (7) 原子力防災に資する各種マニュアルの整備状況 

 (8) 従業員に対する研修・訓練の実施状況 

 (9) その他原子力防災対策に必要な事項 

 

３ 原子力事業者に対する指導等 

 (1) 原子力施設所在市の指導 

   原子力施設所在市は、当該市内の原子力事業者に対し、火災予防等の観点から、次の事

項について指導します。 

  ・ 消防用設備の設置、施設・機械類の自主点検整備等、自主保安体制の整備 

  ・ 従業員に対する防災教育及び操作員の教育訓練の実施 

  ・ 自主防災体制の強化 

  ・ 消防計画の整備及び事故発生時の応急措置訓練の実施 

  ・ その他必要な事項 
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 (2) 県公安委員会の指示 

   県公安委員会は、核燃料物質等の運搬の届出を受けた場合において、災害の防止及び公

共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路、その他必要な事項を

指示します。 

 

４ 原子力防災に関する研修及び知識の普及・啓発 

 (1) 防災業務関係者に対する研修 

   県、関係市町村（原子力施設ごとのＥＰＺ等を考慮し、事故等が発生した場合に、応急

対策の実施が想定される市町村をいいます。以下同じ。）及び原子力事業者等は、必要に

応じ、国その他関係機関と連携して、関係職員等に対し原子力防災に関する研修を実施し

ます。 

 （研修の内容） 

  ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

  イ 原子力施設の概要に関すること（安全・防災対策を含みます）。 

  ウ 原子力災害とその特性に関すること。 

  エ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること（防災資機材の使い方を含み

ます）。 

  オ 原子力防災体制及び組織に関すること。 

  カ 原子力防災対策上の諸設備に関すること。 

  キ モニタリングの実施方法及び機器に関すること。 

  ク 緊急時に国、県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関が講じる対策の内容に関

すること。 

  ケ 緊急時に県民等がとるべき行動及び留意事項に関すること。 

  コ 放射線緊急被ばく医療（応急手当を含みます。）に関すること。 

  サ その他必要な事項。 

 

 (2) 県民に対する知識の普及・啓発 

   県、関係市町村及び原子力事業者は、国その他関係機関と協力して、県民に対し、原子

力防災に関する知識の普及・啓発に努めます。 

教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めます。 

なお、防災知識の普及・啓発に際しては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人そ

の他のいわゆる災害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めます。 

 （普及・啓発の内容） 

  ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

  イ 原子力施設の概要に関すること（安全・防災対策を含みます）。 

    ウ 原子力災害とその特性に関すること。 

    エ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

    オ 緊急時に国、県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関が講じる対策の内容に関

すること。 

  カ 屋内退避、避難に関すること。 

  キ 緊急時にとるべき行動及び留意事項に関すること。 

    ク その他必要な事項。 
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５ 原子力施設上空の航空安全の確保 

 (1) 規制措置の周知徹底 

原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置については、国の通達（運輸省航空局 

長から地方航空局長あて「原子力関係施設上空の飛行規制について」昭和44年７月５日

付け空航第263号）により、次のとおりとなっています。 

  ア 施設付近の上空の飛行は、できる限り避けさせること。 

  イ 施設付近の上空に係る航空法第81条ただし書き（最低安全高度以下の高度での飛行）

の許可は行わないこと。 

     県は、国と協力して、この措置の周知徹底に努めます。 

 

 (2) 関係機関との連携 

   県、関係市町村、東京空港事務所は、情報の相互提供等による航空情報や防災情報の共

有化を図るとともに、必要に応じて会議の場を設定するなど、平常時から航空災害に係る

連携の強化に努めます。 

 

 

第２節 災害応急対策への備え 

１ 情報伝達体制の充実・強化  

 (1) 県及び関係市町村は、原子力災害に万全を期すため、相互間、並びに国、原子力事業者

その他関係機関との間において、情報収集・連絡体制の充実・強化に努めます。 

   その際、夜間休日の場合等においても対応できるよう、体制の整備を図ります。 

   また、災害発生時に備え、通信設備等の充実に努めます。 

 

 (2) 原子力事業者は、非常用電話、ファクシミリ、携帯電話その他非常用通信機器を整備し、

国、県、原子力施設所在市等との通信手段を確保します。 

 

２ 緊急事態応急対策拠点施設の指定等 

 (1) 国は、原災法第12条に基づき、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設（以下「オ

フサイトセンター」といいます。）を指定しています。 

 

    ※ オフサイトセンター 

        オフサイトセンターは、原子力施設が所在する川崎、横須賀両市内にそれぞれ１か所

ずつ設置します。 

      また、同センターには、国の原子力防災専門官等が常駐するほか、業務に必要な設備、

資機材等を備えます。 

 

     １ 原子力防災専門官等の業務 

      (1) 原子力防災専門官 

       ア 原子力事業者防災業務計画の作成、原子力防災組織の設置、必要な資機材の整

備等、原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言 

       イ 地方公共団体が行う原子力防災に関する情報の収集及び応急措置に関する助言 

       ウ 原子力事業者から特定事象（原災法第10条第１項前段の規定により通報を行う

べき事象をいいます。以下同じ。）の発生等の通報があった場合に、その状況の

把握のため必要な情報の収集等、災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要
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な業務 

      (2) 原子力保安検査官 

       ア 原子力事業者が作成する保安規定の遵守状況について年に４回の検査 

       イ 原子力施設の運転管理状況等の確認 

       ウ 保安規定に定める保安教育等の実施状況の把握 

 

     ２ オフサイトセンターに設置される主な設備、資機材 

      (1) 防災資機材 

        対策要員の応急対策用資機材（放射線防護服、放射線測定機器等） 

      (2) ＴＶ会議システム 

        オフサイトセンターと国、県、原子力施設所在市を専用回線で結び、同時会話を

可能とするとともに、会議参加者の情報の共有を図るシステム 

      (3) ＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測）ネットワークシステム端末 

        原子力施設から大量の放射性物質が放出され、又はそのおそれがあるという緊急

事態が起こったとき、周辺環境における放射性物質の大気中濃度や被ばく線量を迅

速に計算予測するシステム（県庁にも設置） 

      (4) 放射線監視システム端末 

        県が設置した放射線監視システム（モニタリングシステム）の監視端末（県庁ほ

か県関係機関、原子力施設所在市にも設置） 

        原子力施設周辺の空間放射線量を常時監視 

      (5) 大型ディスプレイ 

        対策要員間で情報の共有を図るため、原子力災害合同対策協議会や各機能別作業

グループが対策を検討する部屋に設置 

 

 (2) 通信手段の確保 

  ア 県は、国と連携して、オフサイトセンターと県及び原子力施設所在市との間の専用回

線網の整備・維持に努めます。 

  イ 県は、国と連携して、オフサイトセンターに非常用電話、ファクシミリ、テレビ会議

システム等の非常用通信機器を整備・維持します。 

 

 (3) 県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関は、国と連携して、オフサイトセンター

を地域における原子力防災の拠点として、平常時から訓練等に活用します。 

 

 (4) 原子力防災対策上必要とされる資料の整備 

   県及び原子力施設所在市は、国、原子力事業者その他関係機関と協力して、応急対策の

的確な実施に資するため、原子力施設（事業所）に関する資料、社会環境に関する資料、

放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防災資機材に関する資料等を整備し、

定期的に更新するとともに、災害対策本部設置場所、オフサイトセンターに備え付けます。 

 

 (5) 県は、国が維持管理を行う部分を除き、オフサイトセンターの施設、設備、備え付けの

防災資機材、資料等について、適切に維持・管理を行います。 

 

３ 原子力災害に対する防災体制の整備 

 (1) 原子力事業者等の防災体制の整備 

  ア 災害予防措置等の実施 
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   (ｱ) 原子力事業者等は、原子力関係法令を遵守し、放射性物質に係る安全管理に最大の

努力を払い、災害防止のために必要な措置をとります。 

   (ｲ) 原子力事業者等は、その従業員に対して、防災に関する教育訓練を積極的に行うと

ともに、国、県、市町村、他の原子力事業者その他関係機関との連携体制の確立を図

り、防災体制の整備に万全を期します。 

 

  イ 原子力防災組織の設置 

    原子力事業者は、原子力事業所ごとに原子力防災組織を設置し、オフサイトセンター

に組織される原子力災害合同対策協議会への派遣、原子力事業所内外の放射線量の測定

その他特定事象に関する状況の把握、原子力災害の発生又は拡大の防止、放射性物質に

よる汚染の除去等に必要となる防災要員について、原災法施行規則第３条に定めるとこ

ろにより、十分な人数を配置するものとします。 

 

   ウ 原子力防災管理者等の選任 

原子力事業者は、原子力防災組織を統括する者として、原子力事業所ごとに、その事

業所長等から原子力防災管理者を選任するとともに、原子力防災管理者を補佐し、また、

原子力防災管理者が不在の時にその職務を代行する副原子力防災管理者を選任します。

さらに、副原子力防災管理者を複数名置く場合には、あらかじめ代行する順位などにつ

いて定めておきます。 

 

   エ 原子力防災資機材の整備等 

     原子力事業者は、放射線防護用器具、非常用通信機器、放射線測定設備・機器その他

の応急対策に必要な防災資機材を整備するとともに、関係機関が実施する原災法第２条

第５号に定める緊急事態応急対策、同条第７号に定める原子力災害事後対策等が迅速・

的確に行われるよう、防災要員の派遣及び防災資機材の貸与その他必要な措置を講ずる

ために必要な体制をあらかじめ整備します。 

 

   オ 非常参集体制等の整備 

    原子力事業者は、事故発生時に、速やかに防災要員の非常参集等が行えるよう、必要

な体制を整備します。 

 

   カ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故への備え 

     原子力事業者等は、核燃料物質等の運搬中に事故が発生した場合、次の措置を迅速・

的確に行うため、事故時の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材等を

記載した運搬計画書、迅速な通報に必要な非常時連絡表等を作成するとともに、運搬を

行う際には、これらの書類、必要な非常通信用資機材及び防災資機材を携行するものと

します。 

     また、危険時の措置等を迅速・的確に実施するために必要な要員を適切に配置すると

ともに、必要なマニュアルの整備を図るものとします。 

     (ｱ) 国、最寄りの警察、海上保安部署、消防機関等への通報 

    (ｲ) 消火、延焼防止の措置 

    (ｳ) 輸送物の安全な場所への移動、現場周辺への関係者以外の立入禁止措置 

    (ｴ) 遮へい対策 

    (ｵ) モニタリングの実施 

    (ｶ) 運搬従事者や付近にいる者の退避 
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    (ｷ) 核燃料物質等による汚染の拡大防止及び除去 

    (ｸ) 放射線障害を受けた者の救出、避難等 

    (ｹ) その他放射線障害の防止のために必要な措置 

 

 (2) 県及び市町村の防災体制の整備 

  ア 警戒体制をとるために必要な体制の整備 

    県及び関係市町村は、特定事象発生の通報を受けた場合等に、速やかに職員の非常参

集、情報の収集・伝達等が行えるよう、必要な体制を整備します。 

    また、県及び関係市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成等

に努めます。 

 

  イ オフサイトセンターの立ち上げ準備体制の整備 

    県及び原子力施設所在市は、特定事象発生の通報・連絡を受けた場合、直ちに国と協

力して、オフサイトセンターの立ち上げ準備を行えるよう、あらかじめ原子力防災専門

官等と協議して、職員の派遣体制、必要な防護資機材等を整備します。 

 

  ウ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制の整備 

    県及び関係市町村は、オフサイトセンターにおいて国が現地事故対策連絡会議を開催

する場合、これに職員を迅速に派遣するため、あらかじめ原子力防災専門官等と協議の

上、派遣職員、派遣手段等について定めておきます。 

 

  エ 災害対策本部体制等の整備 

    県及び関係市町村は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合等に、災害

対策本部等を迅速・的確に設置・運営するため、あらかじめ災害対策本部等の組織・所

掌事務、職員の参集配備体制等について定めておきます。 

 

  オ オフサイトセンターにおける活動体制の整備 

   (ｱ) 原子力緊急事態宣言発出後は、国の原子力災害現地対策本部、県及び原災法第15条

第２項第１号で定める緊急事態応急対策を実施すべき区域（以下「緊急事態応急対策

実施区域」といいます。）を管轄する市町村の災害対策本部は、オフサイトセンター

において、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策について相互に

協力するため、関係機関とともに原子力災害合同対策協議会を組織します。 

 

   (ｲ) 県及び関係市町村は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員、派遣手段等につ

いて、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておきます。 

 

     (ｳ) また、県及び関係市町村は、原子力災害合同対策協議会のもとに設けられる機能別

作業グループに配置する職員及びその役割、派遣手段等について、あらかじめ原子力

防災専門官等と協議して定めておきます。  

 

  カ 迅速・的確な応急活動実施のためのマニュアルの作成 

    県は、発災直後の情報の収集・連絡、モニタリング、避難等の応急活動を迅速・的確

に実施するためのマニュアルを作成するとともに、訓練による検証等により、その充実

を図ります。 

    関係市町村においても、必要に応じマニュアルを作成します。 
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  キ 防災業務関係者の安全確保のための防護資機材の整備等 

   (ｱ) 県及び関係市町村は、国と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のた

めの防護資機材の整備に努めます。 

   (ｲ) 国、県、関係市町村及び原子力事業者は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確

保のため、相互に密接な情報交換を行います。 

 

  ク 核燃料物質等の事業所外運搬情報の把握等に伴う必要な対応 

   (ｱ) 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故発生に備え、県は、安全確保に関する協定に

基づき、県内の原子力事業者から核燃料物質等の運搬情報を入手した場合は、当該運

搬経路である区域を管轄する消防機関（以下「関係する消防機関」といいます。）等

に対し、その旨を連絡します。 

   (ｲ) 関係する消防機関等は、県から連絡のあった運搬情報に基づき、必要な対応をとり

ます。 

   (ｳ) 県は、その他必要な運搬情報の入手について、関係する消防機関等と連携して関係

機関に働きかけます。 

   (ｴ) 原子力事業者は、核物質防護上問題を生じない範囲において、消防機関及び海上保

安庁に必要な運搬情報の提供等の協力に努めるものとします。 

 

４ 専門家の派遣要請手続等の整備 

  県及び原子力施設所在市は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受けた場合等におけ

る、専門的知識を有する国の職員、モニタリングに関する専門家、国の緊急被ばく医療派遣

チーム等の派遣要請手続、並びに現地への移送協力の内容（ヘリコプター臨時離着陸場の指

定・利用手続、臨時離着陸場から現地までの先導体制等）について、国や関係機関と協議の

上、あらかじめ定めておきます。 

 

５ モニタリング体制の整備等 

 (1) 原子力事業者のモニタリング体制の整備等 

  ア 原子力事業者は、原子力事業所ごとに、敷地境界付近におけるガンマ線を測定するた

めの放射線測定設備（以下「モニタリングポスト」といいます。）、中性子線の測定を

行うために必要な可搬式測定器等の放射線測定資機材を整備するとともに、定期的に検

査を行い、維持します。 

    また、排気筒での放出放射性物質の測定等に必要な測定器についても定期的に検査を

行い、維持します。 

 

  イ 原子力事業者は、自ら敷地境界付近における放射線量のモニタリングを行い、その数

値を記録し、公表します。 

 

  ウ 原子力事業者は、県が実施する緊急時モニタリングが円滑に行われるよう、防災要員

の派遣、モニタリング資機材の貸与等に必要な体制を整備します。 

 

 (2) 県のモニタリング体制の整備等 

  ア 県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を把

握するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型放射線計測用機器等のモニタリ

ング設備・機器を整備・維持します。 

      関係市町村においても、モニタリングのための機器の確保に努めます。 
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    ※ モニタリングポストの設置状況 

     １ 設置数 

       原子力施設（事業所）が所在する川崎、横須賀両市内に計13局（※）を設置します。 

       （内訳）㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（横須賀市） ８局 

           ㈱東芝原子力技術研究所（川崎市）              ５局 

 

     （※）このうち、原子力事業所の近傍に、その地域を代表する局（モニタリングステー

ション）をそれぞれ１局ずつ、計２局設置 

 

     ２ 設置場所 

       地域の風向、原子力事業所からの距離、周辺の住宅密集地等を考慮 

 

     ３ 測定項目 

      (1) モニタリングステーション 

        γ線（低線量、高線量）、中性子線、ダスト（α線、β線）、放射性ヨウ素、気

象（風向・風速計、雨量計、感雨計、温度・湿度計、日射計、放射収支計、感雷

計） 

      (2) モニタリングポスト 

        γ線（低線量、高線量） 

 

  イ 県は、緊急時における原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境

への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援の下、平常時から環境放射線モニタ

リングを実施し、その結果を国、原子力施設所在市等と共有するとともに、原子力安全

委員会が定める指針に基づき緊急時モニタリング計画を策定し、モニタリング要員・資

機材の確保、関係機関との協力体制の確立など、モニタリング実施体制を整備します。 

 

  ウ 県及び原子力施設所在市は、インターネット等の活用により、日ごろから県民等に対

し、県が実施するモニタリングに関する情報を提供します。 

 

  (3) 緊急時放射線影響予測システムの整備 

    県は、国と連携し、平常時から国の緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（Ｓ

ＰＥＥＤＩネットワークシステム）と県の環境放射線テレメータシステム（県が原子力施

設周辺に設置するモニタリングポストからの測定データを収集・伝送するシステム）とを

接続し、情報伝達のネットワークを整備・維持します。 

 

６ 避難誘導体制等の整備 

 (1) 避難誘導計画等の作成 

   関係市町村は、必要に応じ国、県、原子力事業者、専門家等の協力のもと、屋内退避及

び避難誘導のための計画をあらかじめ作成します。 

 

 (2) 避難誘導体制等の整備 

   関係市町村は、住民等の屋内退避及び避難誘導に必要な体制等をあらかじめ整備します。 
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 (3) 住民等の避難状況の確認体制の整備 

   関係市町村は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合における住民等の

避難状況を確認するための体制をあらかじめ整備します。 

 

(4) 避難場所・避難方法等の周知 

    関係市町村は、屋内退避の方法及び避難場所・避難方法等について、避難誘導計画等に

記載するとともに、日ごろから住民への周知徹底に努めます。 

 

  (5) 災害時要援護者の避難誘導体制等の整備 

    関係市町村及び関係する施設管理者は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その

他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者を適切に避難誘導等するため、周辺住民、自

主防災組織等の協力を得ながら、平常時からこれらの者に係る避難誘導体制等の整備に努

めます。 

      特に、放射線の影響を受けやすい妊産婦及び乳幼児等については、十分配慮します。 

 

７ 周辺住民等への的確な情報伝達体制の整備 

 (1) 提供すべき情報内容の整理 

   県、関係市町村及び原子力事業者は、事故等発生後の経過に応じ、周辺住民等に提供す

べき情報の項目について整理するとともに、分かりやすい例文を準備するよう努めます。 

 

  (2) 災害時要援護者に係る情報伝達体制の整備 

   関係市町村は、原子力災害の特殊性を考慮し、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国

人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく

伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から、これらの者

に対する情報伝達体制の整備に努めます。 

 

 (3) 県及び関係市町村は、国と連携して、住民相談窓口の設置等について準備しておくもの

とします。 

 

８ 緊急輸送活動体制の整備 

  各道路管理者は、緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う道路機能を確保す

るため、相互に協力して、道路管理の充実を図ります。 

 

９ 救助・救急、消火及び医療救護活動体制の整備 

 (1) 救助・救急、消火活動体制の整備 

  ア 関係市町村に係る消防機関（以下「関係消防機関」といいます。）は、平常時から県、

原子力事業者その他関係機関と連携を図り、原子力事業所等（核燃料物質等の事業所外

運搬中を含みます。）における火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消防活

動体制等の整備に努めます。 

 

  イ 関係消防機関は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材、救助工作車、救急自動車等の整備に努めます。 

 

  ウ 原子力事業者は、被ばくをしたと推定される者の応急処置及び除染を行う設備等を整

備し、維持・管理して、被ばく医療を実施できる体制を整備しておくとともに、原子力
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施設内での指揮命令、通報連絡及び情報連絡に係る体系的な整備を図り、医療機関、救

助・救急関係省庁（警察庁、防衛省、海上保安庁、消防庁）、原子力施設所在市等の関

係機関と通報連絡、被ばくをしたと推定される者の搬送、受入れについて緊密な関係を

維持します。 

 

 (2) 医療救護活動体制の整備 

  ア 県、関係市町村及び原子力事業者は、国から整備すべき資機材等に関する情報提供等

を受け、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資機

材等の整備に努めます。 

 

  イ 関係市町村は、周辺住民等に迅速、的確に安定ヨウ素剤を配布できるよう、体制の整

備に努めます。 

 

  ウ 県は、県が指定した緊急被ばく医療を行う医療施設（以下「県指定緊急被ばく医療施

設」といい、北里大学病院を指定。）を整備します。 

また、県は、国、関係市町村、医療機関その他関係機関と協力して、外来診療に対応

する初期被ばく医療体制及び入院診療に対応する二次被ばく医療体制、並びにそのネッ

トワークについて、医療関係者を積極的に関与させて構築するように努めて医療救護活

動体制を整備します。 

 

10 防災訓練の実施 

 (1) 総合的な防災訓練の実施 

   国、県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関は、国が原災法第13条に基づき策定

する総合的な防災訓練の実施計画に基づいて、住民の参加を考慮した防災訓練を共同して

実施します。 

 

 (2) 要素別訓練等の実施 

   県、関係市町村及び原子力事業者は、連携して、総合的な防災訓練のほか、国その他関

係機関の支援のもと、防災活動の各要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練を定期的に実

施します。 

 （訓練の種類） 

  ア 災害対策本部等の設置・運営訓練 

  イ オフサイトセンターの立ち上げ・運営訓練 

  ウ 緊急時通信連絡訓練 

  エ 緊急時モニタリング訓練 

  オ 緊急被ばく医療訓練 

  カ 県民等に対する情報伝達訓練 

  キ 周辺住民の避難訓練 

  ク 消防活動訓練 等 

 

 (3) 訓練終了後の評価 

   訓練終了後、評価を行い、訓練目的の達成度、改善・検討を要する事項等を明らかにす

るとともに、本計画の見直しやマニュアルの改善等を行います。 
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11 関係機関相互の連携強化 

 (1) 原子力防災専門官との連携強化 

   県及び関係市町村は、地域防災計画の見直し、原子力事業者の防災体制に関する情報の

収集・連絡、防災訓練の実施、防護対策等について、平常時から、原子力防災専門官と密

接な連携をとります。 

 

 (2) 広域応援体制の拡充 

   県及び関係市町村は、緊急時に必要な装備、資機材、人員等に関する広域的な応援につ

いて、関係機関との応援協定の締結など、体制の整備を図ります。 

 

 (3) 国による支援 

   国は、県及び関係市町村が地域防災計画を策定する上で、災害の想定などの支援を要請

した場合には、必要な支援を行います。 

 

 (4) 原子力事業者の連携体制の整備 

   原子力事業者は、緊急時における迅速・円滑な応急対策が実施できるよう、原子力事業

者間、医療機関、県及び関係市町村等との連携を日ごろから密にするなど、体制の整備を

図ります。 

 

 

 

第２章 災害時の応急対策活動 
 

 本章は、原災法第10条に基づき原子力事業者から特定事象の通報があった場合の対応及び同

法第15条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したも

のですが、これら以外の場合であっても、防災上必要と認められるときは、本章に示した対策

に準じて対応することとします。 

 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報等の収集・連絡 

 (1) 事故情報等の連絡 

  ア 原子力事業者等は、特定事象発生に至らない事故が発生した場合、速やかに安全規制

担当省庁（文部科学省、経済産業省又は国土交通省をいいます。以下同じ。）、消防機

関、県警察及び最寄りの海上保安部署へ連絡します。 

    また、県内の原子力事業者は、県との「安全確保に関する協定」に基づき、県へも連

絡します。 

    なお、連絡に当たっては、防災業務関係者の不要な放射線被ばくを防止するための適

切な連絡を行います。 

 

  イ 県は、原子力事業者、市町村及び県警察から受けた事故情報を消防庁及び関係機関へ

連絡します。 

 

  ウ 県は、安全規制担当省庁、消防庁又は第三管区海上保安本部からの情報を、関係市町

村（本章及び次章においては、核燃料物質等の事業所外運搬中における事故の場合の事
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故発生場所を管轄する市町村を含めます。）及び関係機関へ連絡します。 

 

 (2) 原子力事業者からの特定事象発生の通報 

  ア 原子力防災管理者は、特定事象の発生を発見又は発見の通報を受けた場合は、15分以

内を目途として、次の機関に対し、同時に文書をファクシミリで通報します。 

    また、主要な機関に対しては、その着信を確認します。 

      (ｱ) 内閣総理大臣官邸［内閣官房］ 

   (ｲ) 安全規制担当省庁 

      (ｳ) 文部科学省 

   (ｴ) 内閣府 

      (ｵ) 県安全防災局 

   (ｶ) 原子力施設所在市防災主管課（事故発生場所を管轄する市町村防災主管課） 

   (ｷ) 県警察 

   (ｸ) 原子力施設所在市を管轄する消防機関（事故発生場所を管轄する消防機関） 

   (ｹ) 最寄りの海上保安部署 

   (ｺ) 原子力防災専門官 

   (ｻ) 関係隣接都県 等 

    ※（ ）内は、核燃料物質等の事業所外運搬中に事故が発生した場合の連絡先 
 
    なお、通報を受けた事象に対する原子力事業者への問い合わせは、原則として、安全

規制担当省庁、県及び原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄

する市町村）、関係隣接都県に限るものとします。 

 

  イ 安全規制担当省庁は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発出すべき

か否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等の事故情報等に

ついて、県、原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町

村）、県警察等に連絡します。 

 

  ウ 原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は、特定事象発生後、

直ちに現場の状況等を確認し、その結果を安全規制担当省庁、県、原子力施設所在市等

に連絡します。 

 

   エ 県は、原子力事業者及び安全規制担当省庁（原子力防災専門官を含みます。）から通

報・連絡を受けた事項について、関係市町村その他関係機関に連絡します。 

    また、関係市町村においても、原子力事業者及び安全規制担当省庁（原子力防災専門

官を含みます。）から通報・連絡を受けた事項（原子力施設所在市以外の関係市町村の

場合は、県から連絡を受けた事項）について関係機関に連絡します。 

 

 (3) 県のモニタリングポストで特定事象発生の通報を行うべき数値を検出した場合 

  ア 県は、原子力事業者から通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポ

ストにより、特定事象発生の通報を行うべき数値（毎時５マイクロシーベルト（5μSv/

ｈ）以上）の検出を発見した場合は、直ちに原子力防災専門官に連絡するとともに、必

要に応じ、原子力事業者に確認します。 
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  イ 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力保安検査官と連携を図りつつ、原子

力事業者に施設の状況確認を行うよう指示し、確認の結果を安全規制担当省庁、県及び

原子力施設所在市等に連絡します。 

 

 (4) 特定事象発生後の応急対策活動状況、被害状況等の連絡 

  ア 原子力事業者は、(2)アの通報先に対し、施設の状況、原子力事業者の応急対策活動の

状況、事故対策本部等の設置状況、被害状況等を定期的に文書により連絡するとともに、

関係省庁事故対策連絡会議及び国の現地事故対策連絡会議に連絡します。 

 

  イ 県及び原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町村）

は、安全規制担当省庁（原子力防災専門官を含みます。）との間において、原子力事業

者その他関係機関から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡す

るなど、相互の連絡を密にします。 

 

  ウ 県は、関係市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等との間において、相互の連絡

を密にします。 

    また、関係市町村においても、指定地方公共機関等との間において、相互の連絡を密

にします。 

 

 (5) 原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報、災害情報の連絡 

  ア 県及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村の災害対策本部は、オフサイトセ

ンターに派遣した職員に対し、自らが行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等

に関する情報を随時連絡するものとします。 

 

  イ 国の原子力災害現地対策本部、県及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村の

災害対策本部、原子力事業者その他関係機関は、オフサイトセンターを通じて、常時継

続的に必要な情報を共有します。 

 

２ 放射性物質又は放射線による影響の早期把握のための活動 

 (1) 特定事象が発生した場合の対応 

   県は、放射性物質又は放射線による周辺環境への影響を把握するため、平常時のモニタ

リングを強化し、その結果をとりまとめ、安全規制担当省庁、文部科学省、関係省庁事故

対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡します。さらに、緊急時モニタリング計画

に基づき、関係機関とともに緊急時モニタリングの準備を開始します。 

 

 (2) 原子力事業者による放射線量の測定等 

   原子力事業者は、特定事象発生の通報を行った後においても、敷地境界における放射線

量の測定等を継続的に実施し、施設からの放射性物質等の放出状況、放出見通し等の情報

を、安全規制担当省庁、文部科学省、県、原子力施設所在市等に定期的に連絡します。 

   原子力緊急事態宣言発出後においては、国の原子力災害現地対策本部に連絡します。 

 

 (3) 緊急時モニタリングの実施 

  ア 県は、県災害対策本部を設置した場合は、放射性物質又は放射線による周辺環境への

影響を把握するため、緊急時モニタリング計画に基づき、関係機関とともに緊急時モニ

タリングを実施します。 
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  イ 県は、緊急時モニタリング結果をとりまとめ、国の原子力災害現地対策本部等に連絡

します。 

 

 (4) モニタリング支援体制 

  ア 関係市町村は、県が実施する緊急時モニタリングに関し、要員を派遣するなどの協力

を行います。 

 

  イ 文部科学省、指定公共機関（独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人日本

原子力研究開発機構）、事故に係る原子力事業者及び当該原子力事業者以外の原子力事

業者は、県からの要請に基づく安全規制担当省庁からの要請により、現地へ緊急時モニ

タリング要員及び資機材を動員し、県が行う緊急時モニタリング活動を支援します。 

 

  ウ 国（横浜地方気象台）は、県からの要請に基づき、風向、風速、降雨量等の気象情報

及び今後の気象予測に関する情報を提供し、モニタリング活動を支援します。 

 

  エ 国（防衛省）は、空からのモニタリング若しくは海上におけるモニタリングに関し、

国の原子力災害対策本部長が防衛大臣に対し原子力災害派遣要請を行ったとき、又は知

事が防衛大臣又はその指定する者に対し自衛隊の災害派遣要請を行ったときは、自衛隊

のヘリコプター又は艦艇を出動させ、現地に動員されたモニタリング要員及び機材を搭

載し、モニタリング活動を支援します。 

 

  オ 国（第三管区海上保安本部）は、海上におけるモニタリングに関し、知事が第三管区

海上保安本部長に対し要請を行ったときは、巡視船艇等を出動させ、現地に動員された

モニタリング要員及び機材を搭載し、モニタリングのための海上行動に関し、必要な支

援を行います。 

 

 (5) モニタリング結果のとりまとめ、連絡 

  ア 安全規制担当省庁は、原子力事業者から連絡のあった施設からの放射性物質及び放射

線の放出状況、県がとりまとめたモニタリングの結果等をとりまとめ、県、原子力施設

所在市（事業所外運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町村）等に連絡し

ます。 

 

  イ 原子力緊急事態宣言発出後においては、国の原子力災害現地対策本部がモニタリング

結果等をとりまとめ、県及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村の災害対策本

部等に連絡します。 

 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 原子力事業者等の活動体制 

 (1) 原子力事業者は、特定事象発生の通報を行った場合、速やかに、防災要員の非常参集、

情報収集伝達体制の確立、事故対策本部の設置など、必要な体制をとるとともに、原子力

災害の発生の防止のために必要な応急対策を行います。 
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 (2) 原子力事業者等は、核燃料物質等の事業所外運搬中の事故により特定事象が発生した場

合は、直ちに、携行した防災資機材を用いて、立入制限区域の設定、汚染・漏えいの拡大

防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置

等を的確・迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図り、さらに、必要な要員

を現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資機材の応援要請を

行います。 

 

２ 県の活動体制 

 (1) 職員の警戒配備体制 

   県では、24時間体制により災害の発生に備えています。時間外・休日等に事故等が発生

した場合には、まず安全防災局の当直員が事故情報等の収集・伝達を行います。また、事

故等の状況に応じて人員を増員し、速やかに警戒配備体制に入ります。 

   さらに、県又は原子力事業者のモニタリングポストにおいて、毎時１マイクロシーベル

ト（1μSv/ｈ）以上の放射線量を検出し、原子力施設によるものと確認されたときは、直

ちに県警戒本部の設置準備を開始します。 

 

 (2) 事故対策のための警戒体制 

  ア 県警戒本部の設置 

   県は、次のいずれかの場合、速やかに職員を非常参集させ、安全防災局長を本部長とす

る県警戒本部を関係部局とともに設置し、国、原子力防災専門官、関係市町村、原子力事

業者その他関係機関と緊密な連携を図りつつ、情報収集や連絡調整を行うとともに、災害

応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

   (ｱ) 特定事象発生の通報・連絡を受けたとき 

   (ｲ) 県のモニタリングポストにおいて、毎時５マイクロシーベルト（5μSv/ｈ）以上の

放射線量を検出し、原子力施設によるものと確認されたとき 

   (ｳ) 放射性物質の漏えい等の影響が周辺に及ぶおそれがある場合で、事故の規模、予想

される被害等により、知事が必要と認めるとき 

 

  イ オフサイトセンターの立ち上げ準備 

    県、原子力施設所在市及び原子力事業者は、特定事象が発生した場合には、原子力防

災専門官の指揮のもと、直ちに、国が行うオフサイトセンターの立ち上げ準備に協力し

ます。 

 

  ウ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

    県及び関係市町村は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開

催し、これに職員の派遣要請があった場合には、職員を派遣します。 

 

  エ 県警戒本部の廃止 

      県警戒本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   (ｱ) 県警戒本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなった

と認めるとき 

   (ｲ) 県災害対策本部が設置されたとき 
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 (3) 県災害対策本部の設置 

ア 県は、次のいずれかの場合、直ちに知事を本部長とする県災害対策本部を県庁第二分

庁舎６階の災害対策本部室に設置し、関係機関と連携して災害応急対策を円滑に実施す

る体制をとります。 

   (ｱ) 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

   (ｲ) 県のモニタリングポストにおいて、毎時500マイクロシーベルト（500μSv/ｈ）以上

の放射線量を検出し、原子力施設によるものと確認されたとき 

(ｳ) 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、知事が必要と認

めるとき 

 

イ 知事は、県災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）

及び消防庁長官に報告するとともに、必要と認める者に連絡します。 

 

  ウ 県安全防災局は、県災害対策本部統制部として被害状況、応急対策実施状況等の情報

収集を行い、関係部局にまたがる対策の調整を行います。 

 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

   ア 県災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認め

るときは、県災害対策本部の組織として現地災害対策本部（現地災害対策本部長は当該

地域県政総合センター所長）を地域県政総合センター等に設置します。 

 

    イ  なお、県災害対策本部設置に至らない災害で、応急対策上必要と認めるときは、知事

は現地対策本部を設置します。 

 

  (5) 関係職員の参集・配備 

   県災害対策本部の設置を決定した場合には、県災害対策本部長は、直ちに各部長、地域

県政総合センター所長等に通知し、各部長等は配備編成計画に基づき、職員を配備します。

勤務時間外、休日等に災害対策本部の設置を決定した場合には、各部長等は、あらかじめ

定めてある連絡体制により職員を参集・配備させます。 

   また、現地災害対策本部を設置した場合には地域県政総合センター所長に通知します。

地域県政総合センター所長は、関係職員を参集・配備させます。 

 

  (6) 県災害対策本部の廃止 

    県災害対策本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   ア 原子力緊急事態解除宣言が発出されたとき 

   イ 県災害対策本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなっ

たと認めるとき 

 

 (7) 原子力災害合同対策協議会への職員の派遣等 

  ア 県災害対策本部及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村災害対策本部は、原

子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会

が組織されることになった場合は、職員をこれに出席させ、国の原子力災害現地対策本

部その他関係機関と緊急事態応急対策の実施方法等について協議します。 

    同協議会は、国の原子力災害現地対策本部長が主導的に運営します。 

 

 27 



第２編 原子力施設等に係る事故災害対策 

  イ また、県災害対策本部及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村災害対策本部

は、職員をオフサイトセンターに派遣し、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、

医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させます。 

 

３ 県警察の活動体制 

  県警察は、原子力災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部

に県警備本部を、関係警察署に警察署警備本部を設置して指揮体制を確立するとともに、オ

フサイトセンターに要員を派遣し、県、関係市町村及び関係機関と連携して次の応急対策を

実施します。 

 (1) 周辺住民等の屋内退避、避難誘導その他の防護活動 

 (2) 犯罪の予防等社会秩序の維持活動 

 (3) 緊急輸送のための交通の確保 

 (4) 周辺住民等への情報の伝達 

 (5) 搬送中の事故時における負傷者の救出救助活動 

 (6) その他必要な措置 

 

４ 市町村の活動体制 

 (1) 関係市町村においても、事故等の状況に応じ、県の活動体制に準じた体制をとります。 

 

 (2) 関係市町村は、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

   ア 救出・救助・救急活動 

  イ 消火活動 

   ウ 医療救護活動 

  エ 周辺住民等に対する災害広報 

  オ 警戒区域の設定 

   カ 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 

  キ 避難所の開設・運営管理 

   ク その他必要な措置 

 

 (3) 関係市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

５ 原子力防災専門官の対応 

原子力防災専門官は、特定事象発生の通報がなされた場合において、国の専門職員が到着

するまでの間、現地における実質的な国の責任者として、必要な情報の収集、県及び関係市

町村の応急対策に対する助言、その他災害の発生又は拡大の防止に必要な業務を行います。 

 

６ 広域的な応援体制 

 (1) 知事及び関係市町村長は、特定事象発生の通報・連絡がなされた場合等において、必要

に応じ、専門家の助言・指導を得るため、安全規制担当省庁の大臣に対して、原子力関係

の専門家又は専門的知識を有する職員の派遣を求めます。 

 

 (2) 関係市町村長は、当該市町村の地域に係る原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含

みます。）が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

他の市町村長に対し応援を求め、若しくは知事に対し応援を求め又は応急措置の実施を要

請します。 
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 (3) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な

指示をし、又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

 

 (4) 知事は、関係市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広

域応援の要請を行います。 

  ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第60条］ 

  ・ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防

援助隊の派遣要請等）［消防組織法第44条］ 

  ・ 相互に応援協定を締結している八都県市及び関東地方知事会、全国知事会を構成する

都道府県に対する応援要請 

 

 (5) 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない場合

や人命救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必

要性を認めた場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

 

 (6) 知事及び関係市町村長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認め

るときは、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請します。 

   また、知事は内閣総理大臣に対し、関係市町村長は知事に対し、指定行政機関又は指定

地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求めます。 

 

 (7) 自衛隊の派遣要請 

  ア 知事は、災害の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、人命又

は財産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、直ちに防衛大臣

又はその指定する者に対し、「自衛隊応援要請マニュアル」に基づき、災害派遣を要請

します。 

  イ 関係市町村長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対し自

衛隊の派遣要請をするよう求めます。 

 

  ウ 関係市町村長は、知事への自衛隊の派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合に

は、直接防衛大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

    なお、関係市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知しま

す。 

 

  エ 自衛隊は、原子力災害派遣等において、災害の状況、他の救援機関等の活動状況、要

請内容、現地における部隊等の人員・装備等に応じて、次の活動を支援します。 

   (ｱ) モニタリング           (ｲ) 被害状況の把握 

   (ｳ) 避難の援助            (ｴ) 行方不明者の捜索活動 

   (ｵ) 消防活動             (ｶ) 応急医療・救護 

   (ｷ) 人員及び物資の緊急輸送      (ｸ) 危険物の保安及び除去 等 

 

 (8) 在日米軍への応援要請 

   知事は、必要があると認めるときは、県内各地の災害に対処するため、在日米軍に対し、

「災害準備及び災害対策に関する神奈川県と在日米海軍との覚書」及び「災害準備及び災

害対策に関する神奈川県と在日米陸軍との覚書」に基づき応援を要請します。 
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７ 防災業務関係者の安全確保 

 (1) 防災業務関係者の防護対策の実施 

    ア  県、関係市町村及び関係機関は、緊急時モニタリング、避難誘導、救出・救助、立入

制限、医療救護等各種災害応急対策に従事する者（以下「防災業務関係者」といいます。）

の放射線防護について万全の対策を講じるものとします。 

 

  イ 県、関係市町村及び関係機関は、必要に応じ、その管轄する防災業務関係者に対し、

防護服、防護マスク、個人線量計等の防護資機材及び安定ヨウ素剤の配備等、必要な措

置をとるものとします。 

 

  ウ 県は、関係市町村から要請があった場合、県が保有する防護資機材等を貸与するなど

の措置を講じます。 

    また、県が保有する資機材等に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、

国、原子力事業者その他関係機関に対し、資機材等の応援を要請します。 

 

 (2) 防災業務関係者の被ばく管理 

  ア 県、関係市町村及び関係機関は、防災業務関係者の被ばく管理について、防災指針に

定める放射線防護に係る指標値を上限として、適切に行います。 

 
 
○ 防災業務関係者の放射線防護に係る指標 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会） 

１ 災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する防災業務関係者の被ばく線量は、実効線

量で５０ｍＳｖを上限とする。 

２ ただし、防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者（例えば、当

該原子力事業所の放射線業務従事者以外の職員はもとより、国から派遣される専門家、警

察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等）が災害の拡大の防止及び人命救助

等、緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量で１００ｍＳｖを

上限とする。また、作業内容に応じて必要があれば、眼の水晶体については等価線量で３

００ｍＳｖ、皮膚については等価線量で１Ｓｖをあわせて上限として用いる。 

 

  なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係る

被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。 

  特に女性については、上記指標にかかわらず、胎児防護の観点から、適切な配慮が必要

である。 
 

 

  イ 県は、被ばく管理の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、安全規制担

当省庁（原子力緊急事態宣言発出後は、原子力災害現地対策本部等）に対し、被ばく管

理のための要員の派遣等を要請します。 
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第３節 屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等の防護活動 

１ 屋内退避、避難等の防護活動の実施 

 (1) 県の措置 

   県は、関係市町村に対し、原子力緊急事態に伴う内閣総理大臣の屋内退避又は避難に関

する指示の伝達、避難状況の確認、必要な助言等を行います。 

   また、関係市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要

があると認めるときは、関係市町村に対し、応急措置の実施について必要な指示をします。 

 

 (2) 市町村の措置 

   関係市町村長は、内閣総理大臣の指示、又はモニタリングの結果や専門家の助言・指導

等に基づく独自の判断により、住民等に対して、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧

告又は指示等を行います。 

 

 (3) 県警察の措置 

   県警察は、市町村長が避難のための立ち退き又は屋内への退避の指示を出すいとまがな

いと認められるとき、又は市町村長からの要求があったときには、住民等に対して避難の

ための立ち退き又は屋内への退避の指示等を行います。 

   この場合、その旨を直ちに市町村長に通知します。 

なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わ

せた者に対して避難の措置を講ずることができます。 

   この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 
 

○ 屋内退避及び避難等に関する指標 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会）

予測線量（単位：ｍＳｖ） 

外部被ばくに

よる実効線量 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児甲状

腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は肺の

等価線量 

・プルトニウムによる骨表面又

は肺の等価線量 

防 護 対 策 の 内 容 

１０～５０ １００～５００ 

 住民は、自宅等の屋内へ退避すること。その

際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

 ただし、施設から直接放出される中性子線又

はガンマ線の放出に対しては、指示があれば、

コンクリート建家に退避するか、又は避難する

こと。 

５０以上 ５００以上 
住民は、指示に従いコンクリート建家の屋内

に退避するか、又は避難すること。 
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１ 予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護

対策措置についての指示等が行われる。 

   ２ 予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置

も講じなければ受けると予測される線量である。 

   ３ 外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウラン

による骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同

一レベルにないときは、これらのうち、いずれか高いレベルに応じた防護対策をと

るものとする。 
 
 

 (4) 避難等の勧告・指示の内容 

    屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行う場合は、原則として次の内

容を明示して行います。 

    ア 避難等を要する理由       イ 避難勧告・指示等の対象地域 

    ウ  避難先とその場所        エ 避難経路 

    オ 注意事項 

 

 (5) 住民等への周知 

関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、

同報無線や広報車等による災害広報により住民等への周知を実施します。なお、避難等の

必要がなくなったときも同様とします。 

 

 (6) 知事等への報告 

関係市町村長は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、

速やかに、国の原子力災害対策本部長及び知事に報告します。 

 

 (7) 避難状況の確認 

    関係市町村は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、戸別訪問や避

難所における確認等により、住民の避難状況を確認します。 

 

 (8) 災害時要援護者への配慮 

   関係市町村は、避難誘導や避難所での生活に関し、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、

外国人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者に十分配慮するものとします。 

   特に、高齢者、障害者、乳幼児、児童、妊産婦の避難所での健康状態の把握等に努めま

す。 

 

 (9) 広域的避難 

    大規模な災害が発生し、市町村単独では避難場所の確保が困難となった場合に、県は、

他の市町村の協力のもとに、市町村域を越えた避難場所の確保について広域的な調整を行

います。 

   さらに、県外への避難が必要であると判断した場合には、隣接都県等への協力を求める

とともに、必要に応じて国の原子力災害対策本部等を通じて、又は直接関係省庁（警察庁、

防衛省、厚生労働省、国土交通省、消防庁）に広域的避難に関する支援を要請します。 
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 (10)避難勧告等の実効性の確保 

   関係市町村長が屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った区域につ

いては、県警察など関係機関は、外部から車両等が進入しないよう必要な措置を講じるな

ど、勧告又は指示等の実効を上げるために必要な措置をとります。 

 

 (11)治安の確保 

   県警察及び第三管区海上保安本部は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺において、

パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い、速やかな治安の確保に努めます。 

 

２ 安定ヨウ素剤の服用指示 

県は、国の原子力災害現地対策本部から、安定ヨウ素剤服用の指示又は指導・助言があっ

た場合、あるいは原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防服用に係る

防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、関係市町村と

連携して、直ちに服用対象の避難者等に対して、安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用する

べき時機の指示、その他必要な措置を講じます。 

  なお、緊急の場合は、医師の指導に基づき服用を指示するものとします。 

 

３ 飲料水、飲食物の摂取制限 

  県及び関係市町村は、緊急時モニタリングの結果、防災指針に定める「飲食物摂取制限に

関する指標」を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、国の指導・助言・指示

等に基づき、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置、汚染飲食物の摂取制限等、

必要な措置を講じます。 

 

４ 農林畜水産物等の採取及び出荷制限 

  県及び関係市町村は、緊急時モニタリングの結果、農林畜水産物等の汚染が防災指針に定

める「飲食物摂取制限に関する指標」を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、

国の指導・助言・指示等に基づき、農林畜水産物等の生産者、出荷機関、市場の責任者等に

対し、汚染農林畜水産物等の採取、漁獲の禁止、出荷制限等、必要な措置を講じます。 

 
 

○ 飲食物摂取制限に関する指標 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会）

対     象 放射性ヨウ素（混合核種の代表核種：１３１ Ｉ） 

飲 料 水 

牛乳・乳製品 
３×１０２ Ｂｑ／ｋｇ以上 

野 菜 類（根菜、芋類を除く。） ２×１０３ Ｂｑ／ｋｇ以上 

 

対     象 放 射 性 セ シ ウ ム 

飲 料 水 

牛乳・乳製品 
２×１０２ Ｂｑ／ｋｇ以上 

野 菜 類 

穀   類 

肉・卵・魚・その他 

５×１０２ Ｂｑ／ｋｇ以上 
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対     象 ウ  ラ  ン 

飲 料 水 

牛乳・乳製品 
２０Ｂｑ／ｋｇ以上 

野 菜 類 

穀   類 

肉・卵・魚・その他 

１×１０２ Ｂｑ／ｋｇ以上 

 

対     象 

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 

（２３８Ｐｕ、２３９Ｐｕ、２４０Ｐｕ、２４２Ｐｕ、 
２４１Ａｍ、２４２Ｃｍ、２４３Ｃｍ、２４４Ｃｍ 

の放射能濃度の合計） 

飲 料 水 

牛乳・乳製品 
１Ｂｑ／ｋｇ以上 

野 菜 類 

穀   類 

肉・卵・魚・その他 

１０Ｂｑ／ｋｇ以上 

 

（注）乳児用として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては２０Ｂｑ

／ｋｇを、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種については１Ｂｑ／ｋｇを

適用するものとします。ただし、この基準は、調理され食事に供される形のものに適

用されるものとします。 
 
 

５ 飲料水、飲食物等の供給 

県及び関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った合、

若しくは飲料水、飲食物の摂取制限等を行った場合には、必要に応じ、連携して飲料水、飲

食物等の供給を行います。 

 

 

第４節 災害時の県民等への広報 

１ 関係機関が連携した広報活動の実施 

 (1) 県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関は、国と連携して、放射性物質及び放射

線による影響は五感に感じられない等の特殊性を勘案し、放射性物質又は放射線の異常放

出により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における周辺住民等の心理的動揺

又は混乱をおさえ、異常事態による影響をできる限り低減するため、速やかに広報部門を

設置し、相互に連絡をとり合いつつ適切・迅速な広報活動を行います。 

 

 (2) 広報に当たっては、利用可能な様々な広報手段を活用し、繰り返し広報するよう努めま

す。また、情報の空白期間がないよう、定期的な広報に努めます。 

 

 (3) 原子力緊急事態宣言発出後は、オフサイトセンターに設置される原子力災害合同対策協

議会の場を通じ、内容を確認した上で広報活動を行います。 

 

 (4) 広報に当たっては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その他のいわゆる災害時

要援護者、一時滞在者への配慮に努めます。 
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２ 県の広報 

 (1) 広報の内容 

   広報を必要とする内容は、おおむね次のようなものが考えられますが、周辺住民等のニ

ーズに応じた多様な内容を提供します。 

ア 事故等が生じた施設名及び発生時刻 イ 事故等の状況及び今後の予測 

ウ 被害状況と応急対策の実施状況 エ 屋内退避や避難の必要性の有無

オ 県民のとるべき措置及び注意事項 カ 避難所の設置及び安否情報 

キ 交通規制及び各種輸送機関の運行状況 ク ライフラインの状況 

ケ 医療救護活動の実施状況 コ 農林畜水産物等の安全性の状況

サ 飲料水、飲食物等の供給状況 シ 相談窓口の設置状況 

ス 安定ヨウ素剤の予防服用等の実施に関する情報 セ その他必要な広報 

 

 (2) 広報の方法 

   県は、次により広報活動を行います。 

  ア 報道機関への要請 

   (ｱ) 「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱

アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対して広報を要

請します。 

     また、県民への県災害対策本部設置の伝達、混乱防止のために、必要に応じ、知事

談話等の放送を要請します。 

   (ｲ) 「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞

社に広報を要請します。 

  イ 一般広報 

      (ｱ) 関係市町村等の広報体制を活用した広報 

    (ｲ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

   (ｳ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

   (ｴ) 県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 

   (ｵ) 新聞紙面購入による広報 

      (ｶ) インターネット、ファクシミリ等による広報 

 

３ 市町村の広報 

  関係市町村は、同報無線や広報車、協定を締結するケーブルテレビやミニＦＭ放送局、自

主防災組織との連携等により、周辺住民等に対して、県に準じた広報活動を行います。 

 

４ 防災関係機関の広報 

   防災関係機関は、周辺住民等のニーズを十分に把握し、それぞれが定めた災害時の広報計

画に基づき、住民及び利用者に対して、交通に関する情報、ライフラインに関する情報等に

ついて広報を実施するとともに、特に必要があるときは、県、関係市町村及び報道機関に広

報を要請します。 

 

５ 住民等からの問い合わせに対する対応 

   県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対

応するため、専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等の体制を確立します。 
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第５節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

  国、県、関係市町村、消防機関、原子力事業者その他関係機関は、緊急輸送を行う場合に

は、原則として次の順位で実施します。 
 
    第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、オフサイトセンター等において対応方針を

定める少人数のグループのメンバーの輸送 

   第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 

    第３順位 災害応急対策を実施するための要員及び資機材の輸送 

    第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

    第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 

 

２ 緊急輸送のための交通確保 

  県警察は、緊急輸送のための交通を確保するため、道路管理者等と相互に密接な連携を図

りつつ、被害の状況や緊急度、重要度を考慮して一般車両の通行を禁止する等の交通規制を

行います。 

  第三管区海上保安本部は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じ船舶の交通を制限し、

又は禁止します。 

 

 

第６節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 救助・救急及び消火活動 

 (1) 原子力事業者等は、発災現場における救助・救急活動を行うとともに、関係機関が行う

救助・救急活動に対し、防災資機材の貸与等必要な協力を行います。 

 

(2) また、原子力事業者等は、速やかに火災の発生状況等を把握し、自ら消火活動を行いま

す。 

 

(3) 原子力事業者は、被ばくをしたと推定される者を医療機関に搬送する際、汚染の状況を

確認し、傷病の状態を勘案して、できる限り汚染拡大防止措置を講じた上で、放射線管理

要員を随行させます。ただし、放射線管理要員がやむを得ず被ばくをしたと推定される者

に随行できない場合には、事故の状況、被ばくをしたと推定される者の被ばく・汚染状況

を説明し、汚染の拡大防止措置が行える者を随行させます。 

  ※ 放射線管理要員 

    放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者。 

 

 (4) 消防機関は、救助・救急及び消火活動が円滑に行われるよう、必要に応じ、他の消防機

関、原子力事業者その他関係機関に要請して、救助・救急及び消火活動のための資機材を

確保するなどの措置を講じます。 

 

 (5) 消防機関は、必要に応じ、原子力事業者の情報及び原子炉工学や放射線防護に関する専

門家等の意見を踏まえ、活動を行う消防職員の安全確保を図りつつ、原子力事業者等と協

力して迅速に救助・救急、消火活動を実施します。 
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２ 医療救護活動 

 (1) 県の体制 

  ア 県は、神奈川県医療救護計画に基づき、医療救護本部を設置し、医療機関等の協力を

得て医療救護活動を行います。 

 

    イ 県は、関係市町村の要請又は自らの判断により、県保健福祉事務所に救護所を設置し

ます。 

 

ウ 県は、必要と認めるときは、安全規制担当省庁（原子力緊急事態宣言発出後は、原子

力災害現地対策本部）に対し、独立行政法人放射線医学総合研究所等の職員で構成され

る緊急被ばく医療派遣チームの派遣要請を行います。 

 

  (2) 市町村の体制 

   ア 関係市町村は、迅速な医療救護活動を実施するため、現地に救護所を設置するととも

に、地区医師会等の協力を得て、医療救護班を編成します。 

 

  イ 関係市町村は、必要と認めるときは、県その他関係機関に協力を要請します。 

 

  (3) 指定地方行政機関等 

    ア 関東信越厚生局 

      関東信越厚生局は、県の要請に基づき、国立病院機構病院等救護班を派遣して、医療

救護活動を行います。 

 

    イ 日本赤十字社神奈川県支部 

      日本赤十字社神奈川県支部は、県の要請に基づき、医療救護班を派遣して医療救護活

動を行います。 

 

    ウ ㈳神奈川県医師会、㈳神奈川県歯科医師会、㈳神奈川県病院協会、㈳神奈川県看護協

会 

      ㈳神奈川県医師会、㈳神奈川県歯科医師会、㈳神奈川県病院協会及び㈳神奈川県看護

協会は、県又は関係市町村からの協力要請若しくは自らその必要を認めたときは、地区

医師会等に医療救護活動を要請します。 

 

エ ㈳神奈川県薬剤師会、神奈川県医薬品卸業協会 

      ㈳神奈川県薬剤師会及び神奈川県医薬品卸業協会は、県、関係市町村又は医師会等か

ら協力要請があった場合には、各支部薬剤師会及び各医薬品卸業協会員に要請し、医療

救護活動に必要な医薬品等の確保に努めます。 

 

  オ ㈳神奈川県放射線技師会 

   (ｱ) 医療機関における放射線防護の実施 

   (ｲ) 避難所等における周辺住民等のスクリーニング作業への協力 

 

  (4) 国への援助要請 

   知事及び関係市町村長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認め

るときは、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予
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防、診断及び治療に関する助言その他の必要な援助を求めます。 

 

 (5) 医療救護班の活動 

   各医療救護班は、必要に応じて、国の緊急被ばく医療派遣チーム等の指導を受け、救護

所において、住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに、必要に応じ治療を行います。 

   また、医療救護班は、県指定緊急被ばく医療施設等への搬送が必要な被ばくをしたと推

定される者の搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

    一般傷病者については、必要に応じ、消防機関に地域救急医療機関への搬送を要請しま

す。 

 

 (6) 県指定緊急被ばく医療施設の活動 

県指定緊急被ばく医療施設においては、救護所等から搬送されてきた被ばくをしたと推

定される者について、精密な医学的な診断、放射能汚染の測定、正確な被ばく線量の測定、

除染等を実施します。 

   また、県指定緊急被ばく医療施設で対応困難な被ばくをしたと推定される者については、

独立行政法人放射線医学総合研究所等への搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

 

(7) 医療機関の安全性の確認と公表 

県は、被ばくをしたと推定される者の処置を行った医療機関の求めに応じて、速やかに、

その医療機関について放射性物質による汚染のないことを確認し、その結果を公表すると

ともに、その医療機関や原子力事業者と協力し、情報の集約や管理を行い、周辺住民、報

道関係者等に的確に情報を提供します。 

 

 (8) 独立行政法人放射線医学総合研究所等への搬送 

     県は、自ら必要と認める場合又は関係市町村から被ばくをしたと推定される者の独立行

政法人放射線医学総合研究所等への搬送について要請があった場合は、消防庁、自衛隊等

に対し、搬送を要請します。 

 

 

 

第３章 災害復旧対策 
 

 本章は、原災法第15条第４項の規定に基づき、内閣総理大臣から原子力緊急事態解除宣言が

発出された後の復旧対策を中心に示したものですが、これ以外の場合であっても、防災対策上

必要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとします。 

 

第１節 災害復旧計画の作成等 

 災害発生に係る原子力事業者は、原子力緊急事態解除宣言発出後、速やかに、災害復旧対策

についての計画を作成し、安全規制担当省庁、県及び関係市町村に提出するとともに、同計画

に基づき、直ちに、災害復旧活動を実施します。 

 

 

第２節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、原子力事業者その他関係機関と協力して環境放射線モニ
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タリングを行い、その結果を速やかに公表します。 

 

 

第３節 汚染の除去 

 災害発生に係る原子力事業者は、放射性物質による汚染を除去します。 

 

 

第４節 各種制限措置の解除 

 県、関係市町村その他関係機関は、環境放射線モニタリング、放射性物質による汚染状況等

の調査結果及び国が派遣する専門家の判断等を踏まえ、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物

の摂取制限、農林畜水産物等の採取・出荷制限等の各種制限措置を解除します。 

 

 

第５節 災害地域住民に係る記録の作成等 

１ 災害地域住民等の登録 

  関係市町村は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在した

こと、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録します。 

 

２ 災害対策措置状況の記録 

  県及び関係市町村は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録してお

くものとします。 

 

３ 原子力事業者の措置 

  災害発生に係る原子力事業者は、原子力緊急事態解除宣言発出後、速やかに、被災者の損

害賠償請求等への対応のため、相談窓口を設置するなど、必要な体制を整備するものとしま

す。 

 

 

第６節 被害等の影響の軽減 

１ 心身の健康相談体制の整備 

  県、関係市町村及び災害発生に係る原子力事業者は、国とともに、災害発生現場周辺地域

の住民等からの心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備します。 

 

２ 風評被害等の影響の軽減 

  県、関係市町村その他関係機関は、国と連携して、必要に応じ、原子力災害による風評被

害等を未然に防止又は軽減するための広報活動を行います。 

 

３ 被災中小企業者等に対する支援 

   県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設

備資金貸付、中小企業体質強化資金貸付等により、設備復旧資金及び運転資金の貸付を行い

ます。 

  また、被災中小企業者等に対する援助及び助成措置について広く被災者に広報するととも

に、相談窓口を設置します。 
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４ 物価の監視 

  県は、国と連携して、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を公表

します。 

 

 

 

第４章 休止事業者の施設に係る事故災害対策 
 

 本章は、原災法が適用されない休止事業者の施設に係る事故災害対策について定めます。 

 第２編第１章第 1節（ただし、１、２を除きます。）に準じた対応をとるものとします。 

 また、事象に応じて、第２編第２章、第３章に準じた対応をとるものとします。 

 ※ 休止事業者 

   原災法第２条第３号の規定により、主務大臣から原子力事業者から除かれるとの指定を

受けた者をいいます。 
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第３編 原子力艦に係る事故災害対策 
 

 

 

第１章 災害応急対策への備え 
 

１ 情報伝達体制の充実・強化 

  県及び関係市町村は、原子力艦の原子力災害に対し万全を期すため、相互間、並びに国そ

の他関係機関との間において、情報収集・連絡体制の充実・強化に努めます。 

  その際、夜間休日の場合等においても対応できるよう、体制の整備を図ります。 

  また、災害発生時に備え、通信設備等の充実に努めます。 

 

２ 県及び市町村の防災体制の整備 

(1) 警戒体制をとるために必要な体制の整備 

   県及び関係市町村は、原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は発生の通報

を受けた場合等に、速やかに職員の非常参集、情報の収集・伝達等が行えるよう、必要な

体制を整備します。 

   また、県及び関係市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成等に

努めます。 

 

(2) 災害対策本部体制等の整備 

  県及び関係市町村は、内閣総理大臣が非常災害対策本部等を設置した場合等に、災害対

策本部等を迅速・的確に設置・運営するため、あらかじめ災害対策本部等の組織・所掌事

務、職員の参集配備体制等について定めておきます。 

 

(3) 迅速・的確な応急活動実施のためのマニュアルの作成 

   県は、発災直後の情報の収集・連絡、モニタリング、避難等の応急活動を迅速・的確に

実施するためのマニュアルについて、訓練による検証等により、その充実を図ります。 

   関係市町村においても、必要に応じマニュアルを作成します。 

 

(4) 防災業務関係者の安全確保のための防護資機材の整備等 

 ア 県及び関係市町村は、国と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため

の防護資機材の整備に努めます。 

イ 国、県及び関係市町村は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため、相互に

密接な情報交換を行います。 

 

３ 専門家の派遣要請手続等の整備 

  県及び関係市町村は、原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は発生の通報を

受けた場合等における、専門的知識を有する国の職員、モニタリングに関する専門家、国の

緊急被ばく医療派遣チーム等の派遣要請手続、並びに現地への移送協力の内容（ヘリコプタ

ー臨時離着陸場の指定・利用手続、臨時離着陸場から現地までの先導体制等）について、国

や関係機関と協議の上、あらかじめ定めておきます。 

 

４ モニタリング体制の整備等 
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  県は、原子力艦寄港時に、国が横須賀原子力艦モニタリングセンターを拠点として実施す

る原子力艦が寄港する港湾等における放射能水準の調査（以下「放射能調査」といいます。）

への職員派遣、国（文部科学省、海上保安庁）及び横須賀市との協力体制の確立など、モニ

タリング実施体制を整備・維持します。 

※ モニタリングポスト等の設置状況 

 １ 設置数 

   陸上部分の調査のため、国（文部科学省）は計 16ヶ所のモニタリングポスト等を設置す

るほか、モニタリングカーを所有しています。 

   （内訳）モニタリングポスト  10 ヶ所 

       モニタリングポイント ６ヶ所 

   また、海上部分の調査のため、国（海上保安庁）がモニタリングボートを所有していま

す。 

 ２ 設置場所 

   原子力艦停泊地点周辺及びその近辺 

 ３ 調査体制 

  (1) 非寄港時 

ア 通常調査（国の委託を受け、横須賀市が実施） 

・モニタリングポスト：空間・水中の放射線測定 

・モニタリングポイント：積算線量計による放射線測定(回収は３ヶ月に１回) 

イ 定期調査（海上保安庁、水産庁が実施） 

・モニタリングボート等による空間・水中の放射線測定（１回／月） 

・飲料水、土壌、野菜類等の放射能測定・分析（１回／年） 

・海水、海底土、海産生物の放射能測定・分析（四半期ごと） 

  (2) 寄港時（文部科学省、海上保安庁、県、市が実施） 

   ア 入港前調査（入港前日） 

・モニタリングポスト：空間・水中の放射線測定 

・モニタリングカー：空間の放射線測定 

・モニタリングボート：空間・水中の放射線測定、海水の採水 

   イ 入港時調査 

    ・モニタリングポスト：空間・水中の放射線測定 

・モニタリングボート：空間・水中の放射線測定 

   ウ 寄港中調査 

・モニタリングポスト：空間・水中の放射線測定、海水の採水 

・モニタリングカー：空間の放射線測定、海水の採水 

・モニタリングボート：空間・水中の放射線測定、海水の採水 

   エ 出港時調査 

・モニタリングポスト：空間・水中の放射線測定、艦付近の海水の採水 

・モニタリングボート：空間・水中の放射線測定、港内・外での海水の採水 

   オ 出港後調査（出港翌日） 

    ・モニタリングボートによる海水の採水、海底土採取の実施 

 

５ 避難誘導体制等の整備 

(1) 避難誘導計画の整備 

関係市町村は、必要に応じ国、県、専門家等の協力のもと、屋内退避及び避難誘導のた

めの計画をあらかじめ作成します。 
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(2) 避難誘導体制等の整備 

   関係市町村は、住民等の屋内退避及び避難誘導に必要な体制等をあらかじめ整備します。 

 

(3) 住民等の避難状況の確認体制の整備 

 関係市町村は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合における住民等の

避難状況を確認するための体制をあらかじめ整備します。 

 

(4) 避難場所・避難方法等の周知 

   関係市町村は、屋内退避の方法及び避難場所・避難方法等について、避難誘導計画等に

記載するととともに、日ごろから住民等への周知徹底に努めます。 

 

(5) 災害時要援護者の避難誘導体制等の整備 

   関係市町村は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その他のいわゆる災害時要援

護者及び一時滞在者を適切に避難誘導等するため、周辺住民、自主防災組織等の協力を得

ながら、平常時からこれらの者に係る避難誘導体制等の整備に努めます。 

   特に、放射線の影響を受けやすい妊産婦、乳幼児等については、十分配慮します。 

 

６ 周辺住民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 提供すべき情報内容の整理 

  県及び関係市町村は、事故等発生後の経過に応じ、周辺住民等に提供すべき情報の項目

について整理するとともに、分かりやすい例文を準備するよう努めます。 

 

(2) 災害時要援護者に係る情報伝達体制の整備 

  関係市町村は、原子力災害の特殊性を考慮し、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国

人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく

伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時からこれらの者に

対する情報伝達体制の整備に努めます。 

 

(3) 県及び関係市町村は、国と連携して、住民相談窓口の設置等について準備しておくもの

とします。 

 

７ 緊急輸送活動体制の整備 

  各道路管理者は、緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う道路機能を確保す

るため、相互に協力して、道路管理の充実を図ります。 

 

８ 救助・救急及び医療救護活動体制の整備 

(1) 救助・救急活動体制の整備 

ア 関係消防機関は、平常時から県その他関係機関と連携を図り、原子力艦の原子力災害

等に適切に対処するため、消防活動体制等の整備に努めます。 

  イ 関係消防機関は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材、救急自動車等の整備に努めます。 

 

(2) 医療救護活動体制の整備 

  ア 県及び関係市町村は、国から整備すべき資機材等に関する情報提供等を受け、放射線

測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資機材等の整備に努
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めます。 

 イ 関係市町村は、服用対象の避難者等に迅速、的確に安定ヨウ素剤を配布できるよう、

体制の整備に努めます。 

ウ 県は、国、関係市町村、医療機関その他関係機関と協力して、外来診療に対応する初

期被ばく医療体制及び入院診療に対応する二次被ばく医療体制、並びにそのネットワー

クについて、医療関係者を積極的に関与させて構築するように努めて医療救護活動体制

を整備します。 

 

９ 関係機関相互の連携強化 

  県及び関係市町村は、緊急時に必要な装備、資機材、人員等に関する広域的な応援につい

て、関係機関との応援協定の締結など、体制の整備を図ります。 

 

 

 

第２章 災害時の応急対策活動 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報等の収集・連絡 

(1) 事故情報等の連絡 

県は、国（外務省、南関東防衛局）等からの原子力艦の原子力災害に関する通報を受け

た場合、関係市町村及び関係機関へ連絡します。 

 

(2) モニタリングポスト等で原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある数値を検出した場

合 

ア 県は、(1)の場合を除き、国のモニタリングポスト等により、異常値の検出情報を入手

した場合、直ちに国（外務省、南関東防衛局等）等に確認します。 

イ 連絡を受けた国（外務省）は、外国政府に対し、周辺地域（海域）における立入り制

限区域の設定等のための事故の規模等について確認し、確認の結果を南関東防衛局、県

及び関係市町村等に連絡します。 

 

(3) 原子力艦の原子力災害発生後の応急対策活動状況等の連絡 

ア 県及び関係市町村は、自ら行う応急対策活動の状況、対策本部設置状況、応援の必要

性等について、関係指定行政機関を通じて、関係省庁原子力艦事故対策連絡会議、非常

災害対策本部等に連絡します。 

イ 県は、関係市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等との間において、相互の連絡

を密にします。 

    また、関係市町村においても、指定地方公共機関等との間において、相互の連絡を密

にします。 

 

２ 放射性物質又は放射線による影響の早期把握のための活動 

(1) 原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の対応 

  県及び原子力艦寄港市は、原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の放射能調

査の実施に関して、国（文部科学省、海上保安庁、水産庁）に協力します。 

   また、放射能調査によって通常の観測値を明らかに上回る値が観測された場合は、国（文
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部科学省）と協力して、モニタリング活動の実施に努めます。 

 

(2) モニタリング支援体制 

  ア 原子力事業者は、国（経済産業省）が放射線モニタリング資機材の貸与等の協力要請

を行ったときは、協力に努めます。 

 イ 国（防衛省）は、空からのモニタリング若しくは海上におけるモニタリングに関し、

知事が防衛大臣又はその指定する者に対し自衛隊の災害派遣要請を行ったときは、自衛

隊のヘリコプター又は艦艇を出動させ、現地に動員されたモニタリング要員及び機材を

搭載し、モニタリング活動を支援します。 

 ウ 国（第三管区海上保安本部）は、海上におけるモニタリングに関し、知事が第三管区

海上保安本部長に対し要請を行ったときは、巡視船艇等を出動させ、現地に動員された

モニタリング要員及び機材を搭載し、モニタリングのための海上行動に関し、必要な支

援を行います。 

 

(3) モニタリング結果のとりまとめ、連絡 

 国（文部科学省）は、モニタリングの結果等をとりまとめ、県、関係市町村等に連絡し

ます。 

 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

(1) 職員の警戒配備体制 

   県では、24時間体制により災害の発生に備えています。時間外・休日等に事故等が発生

した場合には、まず安全防災局の当直員が事故情報等の収集・伝達を行います。 

また、事故等の状況に応じて人員を増員し、速やかに警戒配備体制に入ります。 

  さらに、国のモニタリングポスト等により、異常値の検出情報を入手し、原子力艦の原

子力災害による可能性が極めて高いと確認されたとき若しくはそのおそれがあるときは、

直ちに県警戒本部の設置準備を開始します。 

 

(2) 事故対策のための警戒体制 

ア 県警戒本部の設置 

    県は、次のいずれかの場合、速やかに職員を非常参集させ、安全防災局長を本部長と

する県警戒本部を関係部局とともに設置し、国、関係市町村、関係指定行政機関その他

関係機関と緊密な連携を図りつつ、情報収集や連絡調整を行うとともに、災害応急対策

を検討し、必要な措置を講じます。 

   (ｱ) 国（外務省、南関東防衛局）等から原子力艦の原子力災害の発生のおそれ又は発生

に関して連絡があったとき 

   (ｲ) 放射性物質の漏えい等の影響が周辺に及ぶおそれがある場合で、事故の規模、予想

される被害等により、知事が必要と認めるとき 

  イ 県警戒本部の廃止 

県警戒本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   (ｱ) 県警戒本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなった

と認めるとき 

   (ｲ) 県災害対策本部が設置されたとき 
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(3) 県災害対策本部の設置 

ア 県は、次のいずれかの場合、直ちに知事を本部長とする県災害対策本部を県庁第二分

庁舎６階の災害対策本部室に設置し、関係機関と連携して災害応急対策を円滑に実施す

る体制をとります。 

(ｱ) 内閣総理大臣が非常災害対策本部等を設置したとき 

   (ｲ) 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、知事が必要と認

めるとき 

  イ 知事は、県災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）

及び消防庁長官に報告するとともに、必要と認める者に連絡します。 

  ウ 県安全防災局は、県災害対策本部統制部として被害状況、応急対策実施状況等の情報

収集を行い、関係部局にまたがる対策の調整を行います。 

 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

ア 県災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認め

るときは、県災害対策本部の組織として現地災害対策本部（現地災害対策本部長は当該

地域県政総合センター所長）を地域県政総合センター等に設置します。 

イ なお、県災害対策本部設置に至らない災害で、応急対策上必要と認めるときは、知事

は現地対策本部を設置します。 

 

(5) 関係職員の参集・配備 

   県災害対策本部の設置を決定した場合には、県災害対策本部長は、直ちに各部長、地域

県政総合センター所長等に通知し、各部長等は配備編成計画に基づき、職員を配備します。

勤務時間外、休日等に災害対策本部の設置を決定した場合には、各部長等は、あらかじめ

定めてある連絡体制により職員を参集・配備させます。 

  また、現地災害対策本部を設置した場合には地域県政総合センター所長に通知します。

地域県政総合センター所長は、関係職員を参集・配備させます。 

 

(6) 県災害対策本部の廃止 

    県災害対策本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   ア 国の非常災害対策本部等が廃止されたとき 

   イ 県災害対策本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなっ

たと認めるとき 

 

２ 県警察の活動体制 

  県警察は、原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は発生した場合は、直ちに

警察本部に県警備本部を、関係警察署に警察署警備本部を設置して指揮体制を確立するとと

もに、県、関係市町村及び関係機関と連携して次の応急対策を実施します。 

(1) 周辺住民等の屋内退避、避難誘導その他の防護活動 

(2) 犯罪の予防等社会秩序の維持活動 

(3) 緊急輸送のための交通の確保 

(4) 周辺住民等への情報の伝達 

(5) その他必要な措置 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 関係市町村においても、事故等の状況に応じ、県の活動体制に準じた体制をとります。 
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(2) 関係市町村は、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

  ア 救出・救助・救急活動 

  イ 医療救護活動 

  ウ 周辺住民等に対する災害広報 

  エ 警戒区域の設定 

  オ 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 

  カ 避難所の開設・運営管理 

  キ その他必要な措置 

 

 (3) 関係市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 広域的な応援体制 

(1) 知事及び関係市町村長は、国（外務省、南関東防衛局）等から原子力艦の原子力災害の

発生の通報を受けた場合等、必要に応じ、専門家の助言・指導を得るため、国に対して、

専門家及び専門的知識を有する職員の派遣を求めます。 

 

(2) 関係市町村長は、当該市町村の地域に係る原子力艦の原子力災害（原子力災害が生ずる

蓋然性を含みます。）が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認

めるときは、他の市町村長に対し応援を求め、若しくは知事に対し応援を求め又は応急措

置の実施を要請します。 

 

(3) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な

指示をし、又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

 

(4) 知事は、関係市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広

域応援の要請を行います。 

   ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第 60

条］ 

   ・ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消

防援助隊の派遣要請等）［消防組織法第 44条］ 

  ・ 相互に応援協定を締結している八都県市及び関東地方知事会、全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

(5) 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない場合

や人命救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必

要性を認めた場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

 

(6) 知事及び関係市町村長は、原子力艦に係る事故災害対策のため必要と認めるときは、指

定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請します。 

   また、知事は内閣総理大臣に対し、関係市町村長は知事に対し、指定行政機関又は指定

地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求めます。 

 

(7) 自衛隊の派遣要請 

  ア 知事は、災害の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、人命又

は財産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、直ちに防衛大臣
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又はその指定する者に対し、「自衛隊応援要請マニュアル」に基づき、災害派遣を要請

します。 

  イ 関係市町村長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対し自

衛隊の派遣要請をするよう求めます。 

  ウ 関係市町村長は、知事への自衛隊の派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合に

は、直接防衛大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

    なお、関係市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知しま

す。 

  エ 自衛隊は、原子力艦の原子力災害派遣等において、災害の状況、他の救援機関等の活

動状況、要請内容、現地における部隊等の人員・装備等に応じて、モニタリング、避難

の援助、応急医療・救護、人員及び物資の緊急輸送等の活動を支援します。 

 

５ 防災業務関係者の安全確保 

(1) 防災業務関係者の防護対策の実施 

ア 県、関係市町村及び関係機関は、防災業務関係者の放射線防護について万全の対策を

講じるものとします。 

  イ 県、関係市町村及び関係機関は、必要に応じ、その管轄する防災業務関係者に対し、

防護服、防護マスク、個人線量計等の防護資機材及び安定ヨウ素剤の配備等、必要な措

置をとるものとします。 

  ウ 県は、関係市町村から要請があった場合、県が保有する防護資機材等を貸与するなど

の措置を講じます。 

    また、県が保有する資機材等に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、

国、原子力事業者その他関係機関に対し、資機材等の応援を要請します。 

 

(2) 防災業務関係者の被ばく管理 

 ア 県、関係市町村及び関係機関は、防災業務関係者の被ばく管理について、防災指針に

定める放射線防護に係る指標値を上限として、適切に行います。なお、防災業務関係者

の放射線防護に係る指標については、第２編第２章第２節の７に準じます。 

 イ 県は、被ばく管理の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、国に対し、

被ばく管理のための要員の派遣等を要請します。 

 

 

第３節 屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等の防護活動 

１ 屋内退避、避難等の防護活動の実施 

(1) 県の措置 

   県は、関係市町村に対し、国の非常災害対策本部等の屋内退避又は避難に関する指導又

は助言の伝達、避難状況の確認、必要な助言等を行います。 

   また、関係市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必

要があると認めるときは、関係市町村に対し、応急措置の実施について必要な指示をしま

す。 

 

 (2) 市町村の措置 

  関係市町村長は、国の非常災害対策本部等の指示、又はモニタリングの結果や専門家の

助言・指導等に基づく独自の判断により、住民等に対して、屋内退避又は避難のための立
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ち退きの勧告又は指示等を行います。 

 

(3) 県警察の措置 

   県警察は、市町村長が避難のための立ち退き又は屋内への退避の指示を出すいとまがな

いと認められるとき、又は市町村長からの要求があったときには、住民等に対して避難の

ための立ち退き又は屋内への退避の指示等を行います。 

   この場合、その旨を直ちに市町村長に報告します。 

なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わ

せた者に対して避難の措置を講ずることができます。 

   この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 

  なお、屋内退避及び避難等に関する指標については、第２編第２章第３節の１に準じます。 

 

(4) 避難等の勧告・指示の内容 

 屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行う場合は、原則として次の内

容を明示して行います。 

ア 避難等を要する理由       イ 避難勧告・指示等の対象地域 

ウ 避難先とその場所        エ 避難経路 

オ 注意事項 

 

(5) 住民等への周知 

関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、

同報無線や広報車等による災害広報により住民等への周知を実施します。 

なお、避難等の必要がなくなったときも同様とします。 

 

(6) 知事等への報告 

関係市町村長は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、

速やかに、知事に報告します。 

 

(7) 避難状況の確認 

関係市町村は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、戸別訪問や避

難所における確認等により、住民の避難状況を確認します。 

 

(8) 災害時要援護者への配慮 

  関係市町村は、避難誘導や避難所での生活に関し、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、

外国人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者に十分配慮するものとします。 

   特に、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、児童の避難所での健康状態の把握等に努めま

す。 

 

(9) 広域的避難 

  大規模な災害が発生し、市町村単独では避難場所の確保が困難となった場合に、県は、

他の市町村の協力のもとに、市町村域を越えた避難場所の確保について広域的な調整を行

います。 

   さらに、県外への避難が必要であると判断した場合には、隣接都県等への協力を求める

とともに、必要に応じて国の非常災害対策本部等を通じて、又は直接関係省庁（警察庁、

防衛省、厚生労働省、国土交通省、消防庁）に広域的避難に関する支援を要請します。 
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(10)避難勧告等の実効性の確保 

  関係市町村長が屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った区域につ

いては、県警察など関係機関は、外部から車両等が進入しないよう必要な措置を講じるな

ど、勧告又は指示等の実効を上げるために必要な措置をとります。 

 

(11)治安の確保 

   県警察及び第三管区海上保安本部は、原子力艦の原子力災害が発生した周辺地域（海域）

の立ち入り制限区域及び周辺地域において、パトロールや生活の安全に関する情報の提供

等を行い、速やかな治安の確保に努めます。 

 

２ 安定ヨウ素剤の服用指示 

県は、国の非常災害対策本部等から、安定ヨウ素剤服用の指示又は指導・助言があった場

合、あるいは原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護

対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、関係市町村と連携

して、直ちに服用対象の避難者等に対して、安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用するべき

時機の指示、その他必要な措置を講じます。 

なお、緊急の場合は、医師の指導に基づき服用を指示するものとします。 

 

３ 飲料水、飲食物の摂取制限 

  県及び関係市町村は、モニタリングの結果、防災指針に定める「飲食物摂取制限に関する

指標」を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、国の指導・助言・指示等に基

づき、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置、汚染飲食物の摂取制限等、必要

な措置を講じます。 

 

４ 農林畜水産物等の採取及び出荷制限 

  県及び関係市町村は、モニタリングの結果、農林畜水産物等の汚染が防災指針に定める「飲

食物摂取制限に関する指標」を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、国の指

導・助言・指示等に基づき、農林畜水産物等の生産者、出荷機関、市場の責任者等に対し、

汚染農林畜水産物等の採取、漁獲の禁止、出荷制限等、必要な措置を講じます。なお、飲食

物摂取制限に関する指標は、第２編第２章第３節の４に準じます。 

 

５ 飲料水、飲食物等の供給 

県及び関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合、

若しくは飲料水、飲食物の摂取制限等を行った場合には、必要に応じ、連携して飲料水、飲

食物等の供給を行います。 

 

 

第４節 災害時の県民等への広報 

１ 関係機関が連携した広報活動の実施 

(1) 県、関係市町村その他関係機関は、国と連携して、放射性物質及び放射線による影響は

五感に感じられない等の特殊性を勘案し、放射性物質又は放射線の異常放出により災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合における周辺住民等の心理的動揺又は混乱をおさ

え、異常事態による影響をできる限り低減するため、速やかに広報部門を設置し、相互に

連絡をとり合いつつ適切・迅速な広報活動を行います。 
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(2) 広報に当たっては、利用可能な様々な広報手段を活用し、繰り返し広報するよう努めま

す。また、情報の空白期間がないよう、定期的な広報に努めます。 

 

(3) 国の非常災害対策本部等を通じて発表された内容について広報活動を行います。 

 

(4) 広報に当たっては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その他のいわゆる災害時

要援護者及び一時滞在者への配慮に努めます。 

 

２ 県の広報 

(1) 広報の内容 

  広報を必要とする内容は、おおむね次のようなものが考えられますが、周辺住民等のニ

ーズに応じた多様な内容を提供します。 

ア 事故等の発生場所及び発生時刻 イ 事故等の状況及び今後の予測 

ウ 被害状況と応急対策の実施状況 エ 屋内退避や避難の必要性の有無

オ 県民のとるべき措置及び注意事項 カ 避難所の設置及び安否情報 

キ 交通規制及び各種輸送機関の運行状況 ク ライフラインの状況 

ケ 医療救護活動の実施状況 コ 農林畜水産物等の安全性の状況

サ 飲料水、飲食物等の供給状況 シ 相談窓口の設置状況 

ス 安定ヨウ素剤の予防服用等の実施に関する情報 セ その他必要な広報 

 

(2) 広報の方法 

  県は、次により広報活動を行います。 

 ア 報道機関への要請 

  (ｱ) 「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱

アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対して広報を要

請します。 

     また、県民への県災害対策本部設置の伝達、混乱防止のために、必要に応じ、知事

談話等の放送を要請します。 

   (ｲ) 「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞

社に広報を要請します。 

 

 イ 一般広報 

(ｱ) 関係市町村等の広報体制を活用した広報 

   (ｲ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

   (ｳ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

  (ｴ) 県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 

  (ｵ) 新聞紙面購入による広報 

(ｶ) インターネット、ファクシミリ等による広報 

 

３ 市町村の広報 

  関係市町村は、同報無線や広報車、協定を締結するケーブルテレビやミニＦＭ放送局、自

主防災組織との連携等により、周辺住民等に対して、県に準じた広報活動を行います。 

 

４ 防災関係機関の広報 

防災関係機関は、周辺住民等のニーズを十分に把握し、それぞれが定めた災害時の広報計
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画に基づき、住民及び利用者に対して、交通に関する情報、ライフラインに関する情報等に

ついて広報を実施するとともに、特に必要があるときは、県、関係市町村及び報道機関に広

報を要請します。 

 

５ 住民等からの問い合わせに対する対応 

県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対

応するため、専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等の体制を確立します。 

 

 

第５節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

  国、県、関係市町村、消防機関その他関係機関は、緊急輸送を行う場合には、原則として

次の順位で実施します。 
 
    第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、現地災害対策本部等において対応方針を定

める少人数のグループのメンバーの輸送 

   第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 

    第３順位 災害応急対策を実施するための要員及び資機材の輸送 

    第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

    第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 

 

２ 緊急輸送のための交通確保 

  県警察は、緊急輸送のための交通を確保するため、道路管理者等と相互に密接な連携を図

りつつ、被害の状況や緊急度、重要度を考慮して一般車両の通行を禁止する等の交通規制を

行います。 

  第三管区海上保安本部は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じ船舶の交通を制限し、

又は禁止します。 

 

 

第６節 救助・救急及び医療救護活動 

１ 救助・救急活動 

(1) 消防機関は、救助・救急活動が円滑に行われるよう、必要に応じ、他の消防機関、原子

力事業者その他関係機関に要請して、救助・救急活動のための資機材を確保するなどの措

置を講じます。 

 

(2) 消防機関は、必要に応じ、原子炉工学や放射線防護に関する専門家等の意見を踏まえ、

活動を行う消防職員の安全確保を図りつつ、迅速に救助・救急活動の実施に努めます。 

 

２ 医療救護活動 

(1) 県の体制 

 ア 県は、神奈川県医療救護計画に基づき、医療救護本部を設置し、医療機関等の協力を

得て医療救護活動を行います。 

イ 県は、関係市町村の要請又は自らの判断により、県保健福祉事務所に救護所を設置し

ます。 

  ウ 県は、必要と認めるときは、国（文部科学省、厚生労働省、非常災害対策現地対策本
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部等）に対し、独立行政法人放射線医学総合研究所等の職員で構成される緊急被ばく医

療派遣チームの派遣要請を行います。 

 

(2) 市町村の体制 

  ア 関係市町村は、迅速な医療救護活動を実施するため、現地に救護所を設置するととも

に、地区医師会等の協力を得て、医療救護班を編成します。 

  イ 関係市町村は、必要と認めるときは、県その他関係機関に協力を要請します。 

 

(3) 指定地方行政機関等 

ア 関東信越厚生局 

    関東信越厚生局は、県の要請に基づき、国立病院機構病院等救護班を派遣して、医療

救護活動を行います。 

  イ 日本赤十字社神奈川県支部 

      日本赤十字社神奈川県支部は、県の要請に基づき、医療救護班を派遣して医療救護活

動を行います。 

ウ ㈳神奈川県医師会、㈳神奈川県歯科医師会、㈳神奈川県病院協会、㈳神奈川県看護協会 

㈳神奈川県医師会、㈳神奈川県歯科医師会、㈳神奈川県病院協会及び㈳神奈川県看護

協会は、県又は関係市町村からの協力要請若しくは自らその必要を認めたときは、地区

医師会等に医療救護活動を要請します。 

エ ㈳神奈川県薬剤師会、神奈川県医薬品卸業協会 

      ㈳神奈川県薬剤師会及び神奈川県医薬品卸業協会は、県、関係市町村又は医師会等か

ら協力要請があった場合には、各支部薬剤師会及び各医薬品卸業協会員に要請し、医療

救護活動に必要な医薬品等の確保に努めます。 

  オ ㈳神奈川県放射線技師会 

    ㈳神奈川県放射線技師会は、医療機関における放射線防護を実施するとともに、避難

所等における周辺住民等のスクリーニング作業に対し協力します。 

 

(4) 国への援助要請 

  知事及び関係市町村長は、原子力艦に係る事故災害対策のため必要と認めるときは、指

定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び

治療に関する助言その他の必要な援助を求めます。 

 

(5) 医療救護班の活動 

  各医療救護班は、必要に応じて、国の緊急被ばく医療派遣チーム等の指導を受け、救護

所において、住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに、必要に応じ治療を行います。 

   また、医療救護班は、県指定緊急被ばく医療施設等への搬送が必要な被ばくをしたと推

定される者の搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

   一般傷病者については、必要に応じ、消防機関に地域救急医療機関への搬送を要請しま

す。 

 

(6) 県指定緊急被ばく医療施設の活動 

県指定緊急被ばく医療施設においては、救護所等から搬送されてきた被ばくをしたと推

定される者について、精密な医学的な診断、放射能汚染の測定、正確な被ばく線量の測定、

除染等を実施します。 

   また、県指定緊急被ばく医療施設で対応困難な被ばくをしたと推定される者については、
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独立行政法人放射線医学総合研究所等への搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

 

 (7) 医療機関の安全性の確認と公表 

県は、被ばくをしたと推定される者の処置を行った医療機関の求めに応じて、速やかに、

その医療機関について放射性物質による汚染のないことを確認し、その結果を公表すると

ともに、その医療機関と協力し、情報の集約や管理を行い、周辺住民、報道関係者等に的

確に情報を提供するものとします。 

 

(8) 独立行政法人放射線医学総合研究所等への搬送 

県は、自ら必要と認める場合又は関係市町村から被ばくをしたと推定される者の独立行

政法人放射線医学総合研究所等への搬送について要請があった場合は、消防庁、自衛隊等

に対し、搬送を要請します。 

 

 

 

第３章 災害復旧対策 
 本章は、国の指導・助言に基づき、県や関係市町村の屋内退避、避難等の防護活動が解除さ

れた後の復旧対策を中心に示したものですが、これ以外の場合であっても、防災対策上必要と

認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとします。 

 

第１節 各種制限措置の解除 

 県、関係市町村その他関係機関は、国の指導・助言に基づき、屋内退避、避難を解除すると

ともに、放射性物質による汚染状況等の調査結果等を踏まえ、立入制限、交通規制、飲料水・

飲食物の摂取制限、農林畜水産物等の採取・出荷制限等の各種制限措置を解除します。 

 

 

第２節 災害地域住民に係る記録の作成等 

１ 災害地域住民等の登録 

  関係市町村は、屋内退避及び避難の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在した

こと、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録します。 

 

２ 災害対策措置状況の記録 

  県及び関係市町村は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録してお

くものとします。 

 

 

第３節 被害等の影響の軽減 

１ 心身の健康相談体制の整備 

  県及び関係市町村は、国とともに、原子力艦の原子力災害が発生した現場の周辺地域の住

民等からの心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備します。 

 

２ 風評被害等の影響の軽減 

  県、関係市町村その他関係機関は、国と連携して、必要に応じ、原子力艦の原子力災害に

よる風評被害等を未然に防止又は軽減するための広報活動を行います。 
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３ 被災中小企業者等に対する支援 

   県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設

備資金貸付、中小企業体質強化資金貸付等により、設備復旧資金及び運転資金の貸付を行い

ます。 

 また、被災中小企業者等に対する援助及び助成措置について広く被災者に広報するととも

に、相談窓口を設置します。 

 

４ 物価の監視 

  県は、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を公表します。 

 

 

第４節 損害賠償 

 国（防衛省）は、原子力艦の原子力災害により、被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、

日米地位協定等に基づき適切に処理を行います。 

 

 

 

第４章 その他原子力艦の原子力災害に関する対応 
 

 第１章～第３章は、原子力艦に係る事故災害対策を示していますが、防災上必要と認められ

るときは、国、関係市町村その他関係機関と連携して、第２編に準じた対応をとるものとしま

す。 
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